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１．調査の目的と総合計画の体系 
本報告書は、現行の第３次南国市総合計画（平成 18年度～平成 27年度）

に掲げた主要な施策について、その達成状況及び今後に残された課題等を

調査してとりまとめたものであり、第３次南国市総合計画を点検・評価す

る資料として、また第４次南国市総合計画（平成 28 年度～平成 37 年度）

策定のための基礎資料として活用していくものです。 

なお、調査対象である第３次南国市総合計画の体系は以下のとおりです。 

 

 

第３次南国市総合計画の体系 
 

みんなで築く 健康で安心な いきいき文化交流・産業拠点のまち 

 

章 施策項目 

第１章 

市民と築く「地域協働のま

ちづくり」 

1. 情報公開体制・制度の充実 

2. 市民参画・地域協働体制の確立と推進 

3. 地域活動・コミュニティ活動の充実 

4. ボランティア活動・ＮＰＯ活動の充実 

5. 人権対策・男女共同参画対策の推進 

第２章 

安全で利便性の高い「快適

環境のまちづくり」 

1. 防災対策、消防・救急対策の充実 

2. 交通安全・防犯・消費者対策の充実 

3. 環境保全、景観形成、公園・緑地の整備 

4. 上・下水道の整備 

5. 環境衛生とリサイクル対策の充実 

6. 調和のとれた土地利用の推進 

7. 市街地の整備 

8. 道路・交通網の整備 

9. 情報・通信基盤の整備 

10. 住宅対策の充実 

第３章 

安心して生涯を託せる「健

康福祉のまちづくり」 

1. 地域福祉の推進 

2. 保健・医療活動の充実 

3. 子育て支援対策の充実 

4. 高齢者福祉の充実 

5. 障害者福祉の充実 

6. 社会保障等の充実 

将来像 
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第４章 

こころ豊かにふれあう「文

化交流のまちづくり」 

1. 生涯学習体制の充実と活動の推進 

2. 学校教育の充実 

3. 芸術・文化活動の充実 

4. スポーツ・レクリエーション活動の充実 

5. 文化財の保護・継承 

6. 国際交流・地域間交流活動の推進 

第５章 

活力あふれる「産業拠点の

まちづくり」 

1. 農林水産業の振興 

2. 工業の振興 

3. 商業の振興 

4. 観光の振興 

5. 雇用対策と勤労者福祉の充実 

第６章 

計画推進のために 

1. 行政運営改革の推進 

2. 財政運営の効率化 

3. 広域行政の推進 
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２．調査の方法 
第３次南国市総合計画の最小単位である「主要な施策」について、「現行

計画達成状況調査シート」を作成し、担当職員による自己点検と評価を行

いました。評価基準日は、平成 26年３月 31日（平成 25年度終了時）とし、

計画期間 10年のうち、８年が終了した時点での評価となっています。 

達成度については、以下の基準によりＡ～Ｅの５段階で評価しています。 

なお、施策の内容・性格によっては、評価の判断が困難なもの（意識の

啓発など）や達成状況を把握しづらいものもありますが、今回の調査では、

施策の“実施状況”（計画された施策をどの程度実施したか）を中心に評価

しています。 

 

達成度基準表 
 

達成度 評価内容 達成状況 

Ａ 
基本計画に掲げた施策を達成した。 

（ほぼ 100％実施した） 
ほぼ１００％ 

Ｂ 
基本計画に掲げた施策を概ね達成した。 

（75％程度実施した） 
７５％程度 

Ｃ 
現在、施策の達成に向けて動いている。 

（半分程度実施した） 
５０％程度 

Ｄ 
現在、取り組みの達成に向けて動き始めている。 

（施策に着手し、動き始めることはできた） 
２５％程度 

Ｅ 
現在、ほとんど手をつけていない。 

（施策に着手することができなかった） 
０％ 
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３．達成度評価一覧 
第３次南国市総合計画に掲げた「主要な施策」の達成度を一覧にすると、

以下のとおりです。 

 

第１章 市民と築く「地域協働のまちづくり」 

施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

1. 情報公開体制・制度の充

実 
(1) 広報活動の充実 

企画課 Ｂ 

情報政策課 Ｂ 

1. 情報公開体制・制度の充

実 
(2) 広聴活動の充実 

企画課 Ｃ 

情報政策課 Ａ 

1. 情報公開体制・制度の充

実 
(3) 情報公開の推進 総務課 Ｂ 

2. 市民参画・地域協働体制

の確立と推進 
(1) 審議会等委員の公募 企画課 Ｂ 

2. 市民参画・地域協働体制

の確立と推進 

(2) 協働推進に関する指針の策

定 
企画課 Ｅ 

2. 市民参画・地域協働体制

の確立と推進 

(3) 協働推進に関する市民と行

政の協議機関等の設立 
企画課 Ｄ 

2. 市民参画・地域協働体制

の確立と推進 

(4) まちづくりに関する学習機会

の提供 
企画課 Ｄ 

2. 市民参画・地域協働体制

の確立と推進 

(5) 多様な分野における市民及

び民間の参画・協働の促進 
企画課 Ｂ 

3. 地域活動・コミュニティ活

動の充実 

(1) 地域活動・コミュ二ティ活動

を支援するための情報の積極

的な提供 

企画課 Ｄ 

3. 地域活動・コミュニティ活

動の充実 
(2) 活動の側面支援の充実 企画課 Ｃ 
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施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

3. 地域活動・コミュニティ活

動の充実 

(3) 地域活性化自治活動団体

への活動支援と連携促進 
企画課 Ｂ 

3. 地域活動・コミュニティ活

動の充実 

(4) 住民の主体的な参画による

地域単位のまちづくり推進 
企画課 Ｄ 

3. 地域活動・コミュニティ活

動の充実 
(5) コミュ二ティリーダーの育成 企画課 Ｃ 

4. ボランティア活動・ＮＰＯ活

動の充実 

(1) 協働事業の進め方に関する

指針等の策定 
福祉事務所 Ｄ 

4. ボランティア活動・ＮＰＯ活

動の充実 

(2) 全市的なボランティア・ＮＰＯ

ネットワークの形成 
福祉事務所 Ｃ 

4. ボランティア活動・ＮＰＯ活

動の充実 

(3) ボランティア・ＮＰＯの育成と

活動の普及 
福祉事務所 Ｂ 

5. 人権対策・男女共同参画

対策の推進 

(1) さまざまな人権課題に対す

る正しい理解と認識のための教

育・啓発の実施 

生涯学習課 Ａ 

総務課  Ａ 

5. 人権対策・男女共同参画

対策の推進 

(2) 男女共同参画社会づくりの

推進 
生涯学習課 Ｂ 
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第２章 安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」 

施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

1. 防災対策、消防・救急対

策の充実 

(1) 地域防災計画等の指針の策

定 
危機管理課 Ｂ 

1. 防災対策、消防・救急対

策の充実 
(2) 防災体制の整備充実 危機管理課 Ｂ 

1. 防災対策、消防・救急対

策の充実 

(3) 治山・治水・津波・浸水対策

の促進 

危機管理課 Ｂ 

建設課 Ｃ 

1. 防災対策、消防・救急対

策の充実 
(4) 消防体制の整備充実 消防 Ｂ 

1. 防災対策、消防・救急対

策の充実 
(5) 救急・救命体制の整備充実 消防 Ａ 

2. 交通安全・防犯・消費者

対策の充実 
(1) 交通安全教育の充実 危機管理課 Ａ 

2. 交通安全・防犯・消費者

対策の充実 
(2) 交通安全施設の整備充実 建設課 Ｂ 

2. 交通安全・防犯・消費者

対策の充実 
(3) 防犯対策の推進 危機管理課 Ａ 

2. 交通安全・防犯・消費者

対策の充実 
(4) 消費生活相談体制の充実 商工観光課 Ａ 

2. 交通安全・防犯・消費者

対策の充実 
(5) 消費者教育・啓発の推進 商工観光課 Ａ 

3. 環境保全、景観形成、公

園・緑地の整備 
(1) 環境保全活動等の充実 環境課 Ａ 

3. 環境保全、景観形成、公

園・緑地の整備 

(2) 環境監視体制の強化と公害

防止対策の推進 
環境課 Ａ 

3. 環境保全、景観形成、公

園・緑地の整備 

(3) 資源循環型社会づくりの推

進 
環境課 Ｂ 
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施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

3. 環境保全、景観形成、公

園・緑地の整備 

(4) 南国市らしいふるさと景観づ

くり、環境美化運動の促進 

環境課 Ａ 

都市整備課 Ｂ 

3. 環境保全、景観形成、公

園・緑地の整備 
(5) 公園・広場の整備充実 都市整備課 Ｃ 

4. 上・下水道の整備 (1) 水道施設整備の推進 上下水道局 Ｃ 

4. 上・下水道の整備 (2) 水道経営の健全化 上下水道局 Ｂ 

4. 上・下水道の整備 (3) 公共下水道事業の推進 
上下水道局 Ｃ 

環境課 Ｂ 

4. 上・下水道の整備 
(4) 下水道事業に対する啓発活

動と接続率の向上 
上下水道局 Ｃ 

5. 環境衛生とリサイクル

対策の充実 
(1) ごみ処理施設の整備 環境課 Ａ 

5. 環境衛生とリサイクル

対策の充実 

(2) ごみの分別収集の徹底と資

源化の一層の推進 
環境課 Ｂ 

5. 環境衛生とリサイクル

対策の充実 
(3) ごみ排出抑制の推進 環境課 Ａ 

5. 環境衛生とリサイクル

対策の充実 
(4) 野焼き対策等の推進 環境課 Ｂ 

5. 環境衛生とリサイクル

対策の充実 

(5) ごみ等の不法投棄対策の推

進 
環境課 Ａ 

5. 環境衛生とリサイクル

対策の充実 
(6) し尿処理施設の整備 環境課 Ｃ 

6. 調和のとれた土地利用

の推進 

(1) 国土のグランドデザインの見

直し策定 

都市整備課 Ｃ 

地籍調査課  

6. 調和のとれた土地利用

の推進 

(2) 地域の発展に寄与する計画

的な土地利用の推進 
都市整備課 Ｃ 

6. 調和のとれた土地利用

の推進 
(3) 土地取引の適正化の推進 都市整備課 Ｂ 
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施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

7. 市街地の整備 
(1) 広域拠点にふさわしい中心

市街地の整備 
都市整備課 Ｄ 

7. 市街地の整備 (2) 都市計画道路事業の推進 都市整備課 Ｂ 

7. 市街地の整備 (3) 土地区画整理事業等の推進 都市整備課 Ｂ 

7. 市街地の整備 (4) 新たな市街地整備の検討 都市整備課 Ｄ 

8. 道路・交通網の整備 
(1) 総合的な道路整備計画の策

定 
建設課 Ｃ 

8. 道路・交通網の整備 (2) 高速道路の整備促進 建設課 Ｂ 

8. 道路・交通網の整備 (3) 国・県道の整備促進 建設課 Ｃ 

8. 道路・交通網の整備 (4) 市道の整備 建設課 Ｃ 

8. 道路・交通網の整備 
(5) 安全でうるおいのある道づく

りの推進 
建設課 Ｅ 

8. 道路・交通網の整備 (6) 公共交通の利便性の向上 企画課 Ｂ 

9. 情報・通信基盤の整備 (1) 情報通信基盤の整備 情報政策課 Ａ 

9. 情報・通信基盤の整備 (2) 情報化の推進 情報政策課 Ｂ 

9. 情報・通信基盤の整備 (3) 多様な情報サービスの提供 情報政策課 Ａ 

9. 情報・通信基盤の整備 (4) 情報セキュリティ対策の推進 情報政策課 Ａ 

9. 情報・通信基盤の整備 
(5) 高度情報化に対応した人材

の育成 
情報政策課 Ｃ 

10. 住宅対策の充実 
(1) 公営住宅の応能応益家賃の

適用と一般公募の導入 
都市整備課 Ｂ 

10. 住宅対策の充実 
(2) 不正入居等と滞納家賃対

策・債権回収対策の強化 
都市整備課 Ｂ 

10. 住宅対策の充実 
(3) 木造耐震診断・耐震改修、

アドバイザー派遣事業等の推進 
都市整備課 Ｂ 

10. 住宅対策の充実 
(4) 地域に根ざした住まいづくり

の推進 
都市整備課 Ｄ 
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第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉のまちづくり」 

施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

1. 地域福祉の推進 
(1) 地域福祉のネットワーク化と

相談活動の強化 
福祉事務所 Ｂ 

1. 地域福祉の推進 
(2) 地域福祉団体等の育成支援

と福祉サービスの質の確保 
福祉事務所 Ｂ 

1. 地域福祉の推進 
(3) 福祉意識の高揚と広報活動

の充実 
福祉事務所 Ｂ 

1. 地域福祉の推進 
(4) 福祉人材の育成・確保体制

の拡充 
福祉事務所 Ｃ 

1. 地域福祉の推進 

(5) 高齢者・障害者などに配慮し

た公共施設等の改良・整備の推

進 

都市整備課 Ｂ 

2. 保健・医療活動の充実 
(1) 市民主体の健康づくり体制

の確立 
保健福祉センター Ｂ 

2. 保健・医療活動の充実 
(2) 生涯現役を目指した健康づ

くり事業の推進 
保健福祉センター Ｂ 

2. 保健・医療活動の充実 (3) 全市民的な食育活動の推進 保健福祉センター Ｂ 

2. 保健・医療活動の充実 (4) 母子保健事業等の推進 保健福祉センター Ｂ 

2. 保健・医療活動の充実 (5) 予防事業等の推進 保健福祉センター Ｂ 

2. 保健・医療活動の充実 (6) 地域医療体制の整備充実 保健福祉センター Ｂ 

3. 子育て支援対策の充実 (1) 保育サービスの充実 
幼保支援課 Ｂ 

保健福祉センター Ａ 

3. 子育て支援対策の充実 (2) 子育て支援サービスの充実 保健福祉センター Ｃ 

3. 子育て支援対策の充実 (3) 児童の健全育成活動の推進 

幼保支援課 Ｂ 

福祉事務所 Ｂ 

生涯学習課 Ｂ 
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施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

3. 子育て支援対策の充実 
(4) 教育環境の整備と「食育」の

推進 
学校教育課 Ａ 

3. 子育て支援対策の充実 (5) 仕事と家庭との両立の支援 生涯学習課 Ｂ 

3. 子育て支援対策の充実 (6) ひとり親家庭への支援 福祉事務所 Ｂ 

3. 子育て支援対策の充実 
(7) 児童福祉施設の安全対策の

推進 
学校教育課 Ａ 

4. 高齢者福祉の充実 (1) 介護保険サービスの充実 長寿支援課 Ｂ 

4. 高齢者福祉の充実 (2) 地域包括支援の推進 長寿支援課 Ｂ 

4. 高齢者福祉の充実 
(3) 高齢者福祉サービスのネット

ワーク体制の確立 
長寿支援課 Ｂ 

4. 高齢者福祉の充実 
(4) 介護予防事業及び高齢者の

いきがい対策の推進 
長寿支援課 Ｂ 

5. 障害者福祉の充実 (1) 障害福祉計画の策定 福祉事務所 Ａ 

5. 障害者福祉の充実 
(2) 啓発広報・ふれあい交流活

動の推進 
福祉事務所 Ｃ 

5. 障害者福祉の充実 
(3) 在宅サービスと自立生活へ

の支援の充実 
福祉事務所 Ｃ 

5. 障害者福祉の充実 (4) 障害児の保育・教育の充実 福祉事務所 Ｂ 

6. 社会保障等の充実 
(1) 国民健康保険税の収納率の

向上 
市民課 Ｂ 

6. 社会保障等の充実 (2) 医療費の適正化 市民課 Ｂ 

6. 社会保障等の充実 (3) 国民年金保険料の納付督励 市民課 Ａ 

6. 社会保障等の充実 (4) 低所得者への支援 福祉事務所 Ｂ 
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第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流のまちづくり」 

施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

1. 生涯学習体制の充実と活

動の推進 

(1) 生涯学習推進体制の整備充

実 
生涯学習課 Ｂ 

1. 生涯学習体制の充実と活

動の推進 

(2) 生涯学習に関する情報管

理・提供体制の充実 
生涯学習課 Ｄ 

1. 生涯学習体制の充実と活

動の推進 

(3) 生涯学習機会の拡充と学習

活動の促進支援の強化 
生涯学習課 Ａ 

1. 生涯学習体制の充実と活

動の推進 

(4) 生涯学習推進のための諸施

設の整備充実 
生涯学習課 Ａ 

2. 学校教育の充実 
(1) 教育県都としての教育の資

質向上 
学校教育課 Ｂ 

2. 学校教育の充実 (2) 食教育の推進と充実 学校教育課 Ｂ 

2. 学校教育の充実 (3) 施設整備の充実 学校教育課 Ｂ 

2. 学校教育の充実 
(4) 開かれた学校づくりの一層

の推進 
学校教育課 Ｂ 

2. 学校教育の充実 
(5) 生きる力を育む創意ある教

育課程の編成・実施・評価 
学校教育課 Ｂ 

2. 学校教育の充実 
(6) 児童生徒の安全確保と安全

教育の推進 
学校教育課 Ｂ 

2. 学校教育の充実 
(7) 児童生徒の健全育成と特別

支援教育体制の整備充実 
学校教育課 Ａ 

2. 学校教育の充実 (8) 学校教育・幼児教育の充実 学校教育課 Ｂ 

2. 学校教育の充実 (9) 高等学校教育等の充実 学校教育課 Ｂ 

3. 芸術・文化活動の充実 
(1) 活動拠点施設の整備と全市

的な芸術文化活動の推進 
生涯学習課 Ｄ 

3. 芸術・文化活動の充実 
(2) 芸術文化団体の育成と指導

者の確保 
生涯学習課 Ｄ 

3. 芸術・文化活動の充実 (3) 広報活動の強化 生涯学習課 Ｃ 
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施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

4. スポーツ・レクリエーション

活動の充実 

(1) 生涯スポーツの推進とスポ

ーツ交流事業の推進 
生涯学習課 Ｂ 

4. スポーツ・レクリエーション

活動の充実 

(2) スポーツ・レクリ工ーション団

体・指導者の育成と奨励体制の

確立 

生涯学習課 Ｂ 

4. スポーツ・レクリエーション

活動の充実 
(3) 情報提供体制等の充実 生涯学習課 Ｂ 

4. スポーツ・レクリエーション

活動の充実 

(4) スポーツ・レクリ工ーション施

設の整備充実及び管理体制の

拡充 

生涯学習課 Ｂ 

5. 文化財の保護・継承 
(1) 文化遺産の保護・保存と活

用の推進 
生涯学習課 Ｃ 

5. 文化財の保護・継承 
(2) 郷土の歴史と生活文化に親

しむ活動の推進 
生涯学習課 Ｃ 

6. 国際交流・地域間交流活

動の推進 
(1) 国際交流の推進 企画課 Ｂ 

6. 国際交流・地域間交流活

動の推進 
(2) 地域間交流の充実 企画課 Ａ 
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第５章 活力あふれる「産業拠点のまちづくり」 

施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

1. 農林水産業の振興 (1) 農業の振興 農林水産課 Ｂ 

1. 農林水産業の振興 
(2) 農業異業種連携等による新

しい農業関連事業の創出 
農林水産課 Ｂ 

1. 農林水産業の振興 (3) 林業の振興 農林水産課 Ｂ 

1. 農林水産業の振興 (4) 漁業の振興 農林水産課 Ｂ 

2. 工業の振興 (1) 既容企業の支援の強化 商工観光課 Ｂ 

2. 工業の振興 
(2) 産学連携の推進と事業開発

拠点の整備検討 
商工観光課 Ｄ 

2. 工業の振興 (3) 新規産業の創造 商工観光課 Ａ 

3. 商業の振興 
(1) 中心商店街の再生整備の

促進 
商工観光課 Ｄ 

3. 商業の振興 (2) 経営の近代化の推進 商工観光課 Ｃ 

4. 観光の振興 (1) 観光振興方針の確立 商工観光課 Ｃ 

4. 観光の振興 (2) 観光推進体制の確立強化 商工観光課 Ｂ 

4. 観光の振興 
(3) 多様な観光交流機能の開

発と強化 
商工観光課 Ｃ 

4. 観光の振興 
(4) 案内標識等の整備と市民ホ

スピタリティーの醸成 
商工観光課 Ｂ 

5. 雇用対策と勤労者福祉の充

実 
(1) 雇用の安定 商工観光課 Ｂ 

5. 雇用対策と勤労者福祉の充

実 

(2) 若年労働者の地元就職対

策の推進 
商工観光課 Ｂ 

5. 雇用対策と勤労者福祉の充

実 
(3) 福利厚生の充実 商工観光課 Ｂ 

5. 雇用対策と勤労者福祉の充

実 

(4) 男女共同参画に伴う職場環

境の整備促進 

商工観光課 Ｃ 

生涯学習課 Ｃ 
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第６章 計画推進のために 

施策項目 主要な施策 担当課・係 評価 

1. 行政運営改革の推進 
(1) 定員管理の適正化と組織機

構の見直し等 
企画課 Ｂ 

1. 行政運営改革の推進 
(2) 行政評価制度構築による事

務事業の見直し 
企画課 Ｃ 

1. 行政運営改革の推進 
(3) 民間活力の活用による住民

サービスの向上促進 
企画課 Ｂ 

1. 行政運営改革の推進 
(4) 事務処理のレベルアップと

行政手続きの透明化 
情報政策課 Ｂ 

2. 財政運営の効率化 (1) 財政計画に基づく事業推進 財政課 Ａ 

2. 財政運営の効率化 (2) 重要施策の選択と集中 財政課 Ａ 

2. 財政運営の効率化 (3) 自主財源の充実強化等 財政課 Ａ 

3. 広域行政の推進 (1) 広域行政の推進 企画課 Ｂ 

3. 広域行政の推進 (2) 多様な地域連携の推進 企画課 Ｂ 

3. 広域行政の推進 (3) 国・県との連携強化 企画課 Ｂ 

 

 



 
 

16 

  



 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．評価のとりまとめ 
 

 

 

 
 



Ⅱ．評価のとりまとめ １．全体評価のとりまとめ 

 

 

18 

１．全体評価のとりまとめ 

（１）全体評価 

第３次南国市総合計画のすべての「主要な施策」を評価した達成度につ

いて、それぞれＡを 100点、Ｂを 75点、Ｃを 50点、Ｄを 25点、Ｅを０点

として点数化し、全体の平均を求めると、100点満点で、 

 

７０．０ 点 
 

となっています。 

今回評価した 146 の「主要な施策」の中には、様々な内容・性格の取り

組みがハード・ソフトの両面にわたって盛り込まれており、正確な点数評

価は極めて困難ですが、第３次南国市総合計画は、計画期間 10年のうち８

年が経過した時点で、７割の達成度となっており、概ね順調に進捗してき

たということができます。 

 

（２）章別の比較 

章別に比較すると、評価が最も高い章は、第６章 計画推進のために（80.0
点）で、全体平均を 10ポイント上回っています。この章は、行政運営、財
政運営、広域行政に関する内容で構成されており、「行財政分野」の評価は
高いといえます。 
次いで評価が高い章は、第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉のまち

づくり」（75.8 点）で、全体平均を約６ポイント上回っています。この章
は、地域福祉、保健・医療、子育て、高齢者福祉、障害者福祉、社会保障
に関する内容で構成されており、「保健・医療・福祉分野」の評価も比較的
高くなっています。 

続いて評価が高い章は、第２章 安全で利便性の高い「快適環境のまちづ

くり」（71.5 点）で、全体平均をやや上回っています。この章は、防災、
消防・救急、交通安全・防犯・消費者対策、環境、景観、公園・緑地、上・
下水道、ごみ、土地利用、市街地、道路・交通網、情報・通信基盤、住宅
に関する内容で構成されており、「生活環境・基盤分野」の評価は平均より
もわずかに高くなっています。 
一方、第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流のまちづくり」（69.8点）

は、全体平均とほぼ同じになっています。この章は、生涯学習、学校教育、
芸術・文化、スポーツ、文化財、国際交流・地域間交流に関する内容で構
成されており、「教育・文化・スポーツ分野」の評価は平均的となっていま
す。 

また、第５章 活力あふれる「産業拠点のまちづくり」（63.9点）は、全
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体平均を約６ポイント下回っています。この章は、農林水産業、工業、商
業、観光、雇用・勤労者福祉に関する内容で構成されており、「産業分野」
の評価は比較的低くなっています。 
６つの章の中で評価が最も低い章は第１章 市民と築く「地域協働のまち

づくり」（58.3点）で、全体平均を約 12ポイント下回っています。この章
は、情報公開、市民参画・協働、地域活動・コミュニティ活動、ボランテ
ィア活動・ＮＰＯ活動、人権・男女共同参画に関する内容で構成されてお
り、「参画・協働分野」の評価が低くなっています。［図表１・２参照］ 
 

図表１ 章別達成度（平均点） 
 

章 達成度（平均点） 

第１章 市民と築く「地域協働のまちづくり」 58.3 

第２章 安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」 71.5 

第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉のまちづくり」 75.8 

第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流のまちづくり」 69.8 

第５章 活力あふれる「産業拠点のまちづくり」 63.9 

第６章 計画推進のために 80.0 

 
図表２ 章別達成度（平均点） 
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２．章ごとの評価のとりまとめ 

（１）第１章 市民と築く「地域協働のまちづくり」 

第１章の市民と築く「地域協働のまちづくり」（58.3 点）は、６つの章

の中で最下位の６番目の評価となっています。 

第１章の中の５つの施策項目のうち、評価が最も高い施策項目は「５．

人権対策・男女共同参画対策の推進」（91.7点）で、全体平均を約 22ポイ

ント上回っており、評価が特に高くなっています。 

この施策項目は、人権・男女共同参画に関する２つの主要な施策で構成

されていますが、このうちの１つが 100％の達成度、１つが 75％の達成度

となっています。 

次いで評価が高い施策項目は「１．情報公開体制・制度の充実」（75.0

点）で、全体平均を５ポイント上回っています。 

この施策項目は、広報、広聴、情報公開に関する３の主要な施策で構成

されていますが、このうち２つが 75％の達成度、１つが 100％の達成度と

50％の達成度（２課の評価が異なった）となっています。 

一方、「４．ボランティア活動・ＮＰＯ活動の充実」（50.0点）は、全体

平均を 20ポイント下回っており、評価が低くなっています。 

この施策項目は、協働事業、ＮＰＯに関する３つの主要な施策で構成さ

れていますが、各々が 75％、50％、25％の達成度となっています。 

また、「３．地域活動・コミュニティ活動の充実」（45.0点）については、

全体平均を 25ポイント下回っており、評価がかなり低くなっています。 

この施策項目は、地域活動・コミュニティ活動、自治活動、住民参画に

よるまちづくり、コミュニティリーダーに関する５つの主要な施策で構成

されていますが、このうち１つが 75％の達成度、２つが 50％の達成度、「地

域活動・コミュニティ活動を支援するための情報の積極的な提供」・「住民

の主体的な参画による地域単位のまちづくり推進」の２つが 25％の達成度

でした。 

第１章の中で評価が最も低い施策項目は「２．市民参画・協働体制の確

立と推進」（40.0点）で、全体平均を 30ポイント下回っており、評価が非

常に低くなっています。 

この施策項目は市民参画、協働体制に関する５つの主要な施策で構成さ

れていますが、このうち２つが 75％の達成度、２つが 25％の達成度、「協

働推進に関する指針の策定」が未実施となっています。［図表３・４参照］ 
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図表３ 施策項目別達成度（平均点） 

【第１章 市民と築く「地域協働のまちづくり」】 

 

施策項目 達成度（平均点） 

１．情報公開体制・制度の充実 75.0 

２．市民参画・地域協働体制の確立と推進 40.0 

３．地域活動・コミュニティ活動の充実 45.0 

４．ボランティア活動・ＮＰＯ活動の充実 50.0 

５．人権対策・男女共同参画対策の推進 91.7 

 

図表４ 施策項目別達成度（平均点） 

【第１章 市民と築く「地域協働のまちづくり」】 
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（２）第２章 安全で利便性の高い「快適環境のまち

づくり」 

第２章の安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」（71.5 点）は、

６つの章の中で３番目の評価となっています。 

第２章の中の 10の施策項目のうち、評価が最も高い施策項目は「２．交

通安全・防犯・消費者対策の充実」（95.0点）で、全体平均を 25 ポイント

上回っており、評価が非常に高くなっています。 

この施策項目は、交通安全・防犯・消費者に関する５つの主要な施策で

構成されていますが、このうち４つが 100％の達成度、１つが 75％の達成

度となっています。 

また、「９．情報・通信基盤の整備」（85.0点）についても、全体平均を

15ポイント上回っており、評価が高くなっています。 

この施策項目は、情報・通信に関する５つの主要な施策で構成されてい

ますが、このうち３つが 100％の達成度、１つが 75％の達成度、「高度情報

化に対応した人材の育成」が 50％の達成度となっています。 

次いで、「３．環境保全、景観形成、公園・緑地の整備」と「５．環境衛

生とリサイクル対策の充実」（いずれも 83.3 点）、「１．防災対策、消防・

救急対策の充実」（75.0 点）については、全体平均を上回っており、比較

的評価が高くなっています。 

一方、「10．住宅対策の充実」（62.5点）、「４．上・下水道の整備」（60.0

点）、「６．調和のとれた土地利用の推進」（58.3 点）の施策項目について

は、全体平均を下回っており、比較的評価が低くなっています。 

第２章の中で評価が最も低い施策項目は「７．市街地の整備」と「８．

道路・交通網の整備」（いずれも 50.0点）で、全体平均を 20ポイント下回

っており、評価が低くなっています。 

この施策項目は、「７．市街地の整備」が中心市街地整備・都市計画道路・

土地区画整理に関する４つの主要な施策で構成され、また「８．道路・交

通網の整備」が高速道路・国・県・市道整備に関する６つの主要な施策で

構成されています。このうち「８．道路・交通網の整備」の「安全でうる

おいのある道づくりの推進」については未実施となっています。［図表５・

６参照］ 
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図表５ 施策項目別達成度（平均点） 

【第２章 安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」】 

 

施策項目 達成度（平均点） 

１．防災対策、消防・救急対策の充実 75.0 

２．交通安全・防犯・消費者対策の充実 95.0 

３．環境保全、景観形成、公園・緑地の整備 83.3 

４．上・下水道の整備 60.0 

５．環境衛生とリサイクル対策の充実 83.3 

６．調和のとれた土地利用の推進 58.3 

７．市街地の整備 50.0 

８．道路・交通網の整備 50.0 

９．情報・通信基盤の整備 85.0 

10．住宅対策の充実 62.5 

 

図表６ 施策項目別達成度（平均点） 

【第２章 安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」】 
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（３）第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉のま

ちづくり」 

第３章の安心して生涯を託せる「健康福祉のまちづくり」（75.8点）は、

６つの章の中で２番目の評価となっています。 

第３章の中の６つの施策項目のうち、評価が最も高い施策項目は「６．

社会保障等の充実」（81.3点）で、全体平均を約 11ポイント上回っており、

評価が比較的高くなっています。 

この施策項目は、国保税・医療費の適正化・国民年金・低所得者支援に

関する４つの主要な施策で構成されていますが、このうち１つが 100％の

達成度、３つが 75％の達成度となっています。 

次いで評価が高い施策項目は「３．子育て支援対策の充実」（81.3 点）

で、全体平均を約 11ポイント上回っており、評価が比較的高くなっていま

す。 

この施策項目は、保育・子育て支援に関する７つの主要な施策で構成さ

れていますが、このうち２つが 100％の達成度、３つが 75％の達成度、１

つが 50％、残りの１つが 100％と 75％（２課で評価が異なった）の達成度

となっています。 

また、「２．保健・医療活動の充実」と「４．高齢者福祉の充実」（いず

れも 75.0点）の施策項目では全体平均を５ポイント上回っており、評価が

やや高くなっています。 

そして、「１．地域福祉の推進」（70.0点）の施策項目では全体平均と同

じでした。 

第３章の中で評価が最も低い施策項目は「５．障害者福祉の充実」（68.8

点）で、全体平均をわずかに下回っています。 

この施策項目は、障害者福祉支援に関する４つの主要な施策で構成され

ていますが、このうち１つが 100％の達成度、１つが 75％の達成度、「啓発

広報・ふれあい交流活動の推進」と「在宅サービスと自立生活への支援の

充実」の２つが 50％の達成度となっています。［図表７・８参照］ 
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図表７ 施策項目別達成度（平均点） 

【第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉のまちづくり」】 

 

施策項目 達成度（平均点） 

１．地域福祉の推進 70.0 

２．保健・医療活動の充実 75.0 

３．子育て支援対策の充実 80.0 

４．高齢者福祉の充実 75.0 

５．障害者福祉の充実 68.8 

６．社会保障等の充実 81.3 

 

図表８ 施策項目別達成度（平均点） 

【第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉のまちづくり」】 
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（４）第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流のま

ちづくり」 

第４章のこころ豊かにふれあう「文化交流のまちづくり」（69.8点）は、

６つの章の中で４番目の評価となっています。 

第４章の中の６つの施策項目のうち、評価が最も高い施策項目は「６．

国際交流・地域間交流活動の推進」（87.5点）で、全体平均を約 18ポイン

ト上回っており、評価がかなり高くなっています。 

この施策項目は、国際交流・地域間交流に関する２つの主要な施策で構

成されていますが、このうち１つが 100％の達成度、１つが 75％の達成度

となっています。 

次いで評価が高い施策項目は「２．学校教育の充実」（77.8 点）で、全

体平均を約８ポイント上回っており、評価がやや高くなっています。 

この施策項目は、学校教育に関する９つの主要な施策で構成されていま

すが、このうち１つが 100％の達成度、８つが 75％の達成度となっていま

す。 

また、「１．生涯学習体制の充実と活動の推進」と「４．スポーツ・レク

リエーション活動の充実」（いずれも 75.0 点）の施策項目では、全体平均

を５ポイント上回っており、評価がやや高くなっています。 

一方、「５．文化財の保護・継承」（50.0点）の施策項目では、全体平均

を 20ポイント下回っており、評価が低くなっています。 

第４章の中で評価が最も低い施策項目は「３．芸術・文化活動の充実」

（33.3 点）で、全体平均を約 37 ポイント下回っており、評価が非常に低

くなっています。 

この施策項目は、芸術・文化に関する３つの主要な施策で構成されてい

ますが、このうち１つが 50％の達成度、「活動拠点施設の整備と全市的な

芸術文化活動の推進」・「芸術文化団体の育成と指導者の確保」の２つが 25％

の達成度となっています。これらより芸術・文化分野の取り組みの充実が

課題の一つとしてあげられます。［図表９・10参照］ 
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図表９ 施策項目別達成度（平均点） 

【第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流のまちづくり」】 

 

施策項目 達成度（平均点） 

１．生涯学習体制の充実と活動の推進 75.0 

２．学校教育の充実 77.8 

３．芸術・文化活動の充実 33.3 

４．スポーツ・レクリエーション活動の充実 75.0 

５．文化財の保護・継承 50.0 

６．国際交流・地域間交流活動の推進 87.5 

 

図表 10 施策項目別達成度（平均点） 

【第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流のまちづくり」】 
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（５）第５章 活力あふれる「産業拠点のまちづくり」 

第５章の活力あふれる「産業拠点のまちづくり」（63.9 点）は、６つの

章の中で５番目の評価となっています。 

第５章の中の５つの施策項目のうち、評価が最も高い施策項目は「１．

農林水産業の振興」（75.0 点）で、全体平均を５ポイント上回っており、

評価がやや高くなっています。 

この施策項目は、農林水産業振興に関する４つの主要な施策で構成され

ていますが、４つすべてが 75％の達成度となっています。 

また、「２．工業の振興」（66.7点）については、全体平均を約３ポイン

ト下回っており、評価がわずかに低くなっています。 

この施策項目は、工業振興に関する３つの主要な施策で構成されていま

すが、このうち１つが 100％の達成度、１つが 75％の達成度、「産学連携の

推進と事業開発拠点の整備検討」が 25％の達成度となっています。 

一方、「５．雇用対策と勤労者福祉の充実」（65.0点）、「４．観光の振興」

（62.5点）の施策項目では全体平均を下回っており、評価がやや低くなっ

ています。 

第５章の中で評価が最も低い施策項目は「３．商業の振興」（37.5 点）

で、全体平均を約 32ポイント下回っており、評価が非常に低くなっていま

す。 

この施策項目は、商業振興に関する２つの主要な施策で構成されていま

すが、このうち「経営の近代化の推進」が 50％の達成度、「中心商店街の

再生整備の促進」が 25％の達成度となっています。［図表 11・12参照］ 
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図表 11 施策項目別達成度（平均点） 

【第５章 活力あふれる「産業拠点のまちづくり」】 

 

施策項目 達成度（平均点） 

１．農林水産業の振興 75.0 

２．工業の振興 66.7 

３．商業の振興 37.5 

４．観光の振興 62.5 

５．雇用対策と勤労者福祉の充実 65.0 

 

図表 12 施策項目別達成度（平均点） 

【第５章 活力あふれる「産業拠点のまちづくり」】 
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（６）第６章 計画推進のために 

第６章の「計画推進のために」（80.0 点）は、６つの章の中で最も高い

評価となっています。 

第６章の中の３つの施策項目のうち、評価が最も高い施策項目は「２．

財政運営の効率化」（100.0点）で、満点の評価となっています。 

この施策項目は、財政運営に関する３つの主要な施策で構成されており、

すべてが 100％の達成度となっています。 

次いで評価が高い施策項目は「３．広域行政の推進」（75.0 点）で、全

体平均を５ポイント上回っており、評価がやや高くなっています。 

この施策項目は、広域行政に関する３つの主要な施策で構成されていま

すが、すべてが 75％の達成度となっています。 

一方、「１．行政運営改革の推進」（68.8点）については、全体平均をわ

ずかに下回っており、評価がやや低くなっています。 

この施策項目は、定員管理や行政評価制度、民間活力などに関する４つ

の主要な施策で構成されていますが、このうち３つが 75％の達成度、「行

政評価制度構築による事務事業の見直し」が 50％の達成度となっています。

［図表 13・14 参照］ 
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図表 13 施策項目別達成度（平均点） 

【第６章 計画推進のために】 

 

施策項目 達成度（平均点） 

１．行政運営改革の推進 68.8 

２．財政運営の効率化 100.0 

３．広域行政の推進 75.0 

 

図表 14 施策項目別達成度（平均点） 

【第６章 計画「推進のために】 
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１．第１章 市民と築く「地域協働のまちづ

くり」 

１．情報公開体制・制度の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）広報活動

の充実 

市の広報紙「広報なんこく」を毎月１

回発行し、各世帯に配布しているが、市

のホームページ上でも閲覧が可能であ

る。編集作業は、市民に対して見やすく

分かりやすい紙面づくりを念頭に行って

いる。「市勢要覧」については、平成１９

年度、２３年度に発行した。【企画課】 

 

ホームページに様々な行政情報を掲

載、市民に迅速に情報提供を行った。ま

た、携帯電話向けのページを作成し、多

様な媒体で市民に情報を伝達するよう努

めた。平成２５年からはフェイスブック

を利用した情報発信も行っている。【情報

政策課】 

Ｂ 

【企画

課】 

 

Ｂ 

【情報政

策課】 

広報担当以外の職員にも広

報広聴意識をもってもらい、市

民のニーズを意識した広報紙

となるよう、今後も紙面づくり

の工夫をしていく。【企画課】 

 

情報をホームページに掲載

しているが、そのことが周知さ

れていない。住民が目的とする

情報にたどりつきやすくする

アクセシビリティの確保に努

めるとともに、情報を届けたい

相手に確実に伝わる情報発信

に努める必要がある。【情報政

策課】 

（２）広聴活動

の充実 

「市長と語る会」は、平成１８年度、

１９年度、２２年度に実施した。中学生

と市長との意見交換会「ドリームトーク」

は、平成９年度から継続して実施。アイ

デアポストは、平成６年から市役所１階

ホールに設置し、市民からの提案の受付

を行った。また、行政計画策定時には、

パブリックコメントを実施している。【企

画課】 

 

市民がホームページを通じて市役所に

意見や質問を書き込める機能をホームペ

ージに設けており、平成２５年度は２２

３件の利用があった。また、平成２５年

度からはフェイスブックの双方向性を活

用した情報発信を行っている。【情報政策

課】 

Ｃ 

【企画

課】 

 

Ａ 

【情報政

策課】 

市ホームページに質問・意見

の機能が加わり、市民からの広

聴のツールは広がっている。今

後は、市民からの提案が、市政

への参画・協働に一層反映でき

る仕組みづくりが必要である。

【企画課】 

 

ホームページのお問い合わ

せ機能だけではなく、急速に普

及しているスマートフォンや

タブレット端末を活用した、双

方向の情報のやり取りを進め

る必要がある。【情報政策課】 

(３）情報公開の

推進 

土木工事の積算書等については、簡易

な申請で情報提供ができるように平成２

３年から運用を変更するなど、市民の利

便性の向上を図っている。また、一昨年

から、南国市ウェブサイト上で、個人情

報開示請求および行政情報公開請求の解

説並びに申請書様式をアップしており、

市民の利便性は向上している。 

Ｂ 一方、南国市行政情報公開条

例第２３条に「実施機関は，文

書の目録及びその他行政情報

の検索に必要な資料を作成し，

閲覧に供しなければならな

い。」とあるが、庁内各課での

目録整備は進んでおらず、２０

０８年に情報政策課が情報資
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

産台帳の整備を行った際のデ

ータしか存在しないと思われ

る。今後市民への情報公開を進

めていく上で、各課の保有する

情報資産の目録整備とデータ

メンテナンスが必要と思われ

るが、各課も業務量の増大に苦

慮しており早期の目録整備は

困難と思われる。【総務課】 
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２．市民参画・地域協働体制の確立と推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）審議会等

委員の公募 

付属機関等の委員については、専門性

の高い分野を除いて、公募の枠を設け市

民参画を得ている。 

Ｂ 引き続き、付属機関等の委員の

公募を推進していく。【企画課】 

（２）協働推進

に関する指針の

策定 

協働推進に関する指針の策定はできて

いない。 

Ｅ 市民ニーズの高度化・多様化に

より、行政運営には市民活動組

織、ボランティア、ＮＰＯなど

民間の力の重要性が高まって

いる。行政と市民が互いに情報

を共有し、互いの自主性・自立

性を尊重した対等な関係と、適

切な役割分担が必要となる。協

働への理解を深める意味から

も、市としての考え方、取り組

み方針について示す必要があ

る。【企画課】 

（３）協働推進

に関する市民と

行政の協議機関

等の設立 

「あったか南国市」づくりについて市

長と語る会は、平成１９年度より中断し

これに替わる新しい組織はできていな

い。行政計画策定時には、審議会委員と

して、地域活動団体代表のほか公募によ

る委員を加え審議しているが、市民と行

政との間での定期的な協議はできていな

い。 

Ｄ 協働推進に関する指針を示し、

市民と行政の役割を明確にす

ることで、市民が市政やまちづ

くりに参画し、市政に関する情

報を得て、意見を述べることが

できる体制づくりが必要であ

る。【企画課】 

（４）まちづく

りに関する学習

機会の提供 

広報なんこくや市ホームページにおい

て、行財政情報の提供に努めている。ま

た、地域からの依頼により市内２地区（国

府、長岡東部）へ出向き、市政に関する

説明会を開催した。 

Ｄ 市政やまちづくりに関する情

報の提供、学習の機会の提供を

より一層進めていく。【企画課】 

（５）多様な分

野における市民

及 び 民 間 の 参

画・協働の促進 

行政計画策定時には、市民アンケート

の実施や、審議会委員として一般公募の

枠を設け市民の参画を得ており、併せて

パブリックコメントの導入も行ってい

る。また、まほろば祭りなどイベントの

企画・運営は、実行委員会形式で行うこ

とにより地域活動団体やボランティアの

協力を得ながら進めている。また、市内

一斉清掃、海岸一斉清掃などでは、多数

の市民、ボランティアの参加を得ている。 

Ｂ 行政計画策定後の実施・点検・

見直しといった行政評価の部

分において、住民参画の機会が

乏しいことから、評価制度につ

いて協働の視点での検討が必

要である。【企画課】 



Ⅲ．「主要な施策」ごとの達成状況・達成度・課題等 １．第１章 市民と築く「地域協働のまちづくり」 

３．地域活動・コミュニティ活動の充実 

37 

３．地域活動・コミュニティ活動の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（ １ ） 地 域 活

動・コミュニテ

ィ活動を支援す

るための情報の

積極的な提供 

自治活動団体など、行政と関係がある

地域活動団体については、担当部署から

必要な情報提供が行われているが、行政

との関係がなく地域で自主的に活動して

いる団体への情報提供は広報や市ホーム

ページのみで行っている状況である。 

Ｄ 高齢化や人口減少が進行し、

求められる地域活動やコミュ

ニティ活動は時代とともに変

化してきている。今後、地域活

動団体と行政との協働のまち

づくりを進めていくうえで、団

体（地域）と行政が話し合いを

行う場を作り、そこで、地域活

動・コミュニティ活動を支援す

るための情報提供をしていく

ことが必要である。【企画課】 

（２）活動の側

面支援の充実 

地域活動やコミュニティ活動を推進す

るためのＩＴを活用した各団体間のネッ

トワーク化や交流の場所の確保など、活

動の側面支援となる条件整備は進んでい

ない。ただ、稲生地区においては、平成

２５年度から「集落活動センター」（交

流・活動の場）設立に向けた地域内での

話合いのサポートを行ってきた。 

Ｃ これから地域活動を進めて

いくうえでは、地域内のあらゆ

る団体の横のつながりを強化

していくことが重要であると

考えており、当面は地域活動全

般を包括する自治活動団体を

核として「交流の場」づくりな

ど、地域内の連携強化の支援を

行っていく必要がある。【企画

課】 

（３）地域活性

化自治活動団体

への活動支援と

連携促進 

平成１５年度から開始した自治活動

団体への財政支援は、２度の期間延長を

繰り返し平成２５年度で終了する予定で

あったが、社会情勢の変化により組織自

体の在り方を検討していく必要が生じた

ため、平成２６年度以降も継続していく。

また、各地区で実施される事業を、自治

活動団体連合会として他地区へも周知し

団体間の連携を深めている。 

Ｂ 人口減少、地域のつながりの

希薄化、地区役員の高齢化と後

継者不足、財源不足などの課題

を、どのように解決していくの

か。財政支援を継続しつつ、他

市町村の事例を参考にしなが

ら、活動内容や組織の在り方も

含めて検討をしていく。【企画

課】 

（４）住民の主

体的な参画によ

る地域単位のま

ちづくり推進 

環境美化、史跡保存など各団体が、そ

れぞれ主体的に目的をもって活動してい

るが、それぞれが連携して地域単位でま

ちづくりを進めるという状況には至って

いない。また、退職後の団塊の世代が積

極的に地域活動に参加してくるという状

況はあまりない。 

Ｄ 各団体の活動を連携させて、

地域全体としての取組みとな

るような団体間の横の連携を

強化していく必要がある。【企

画課】 

（５）コミュニ

ティリーダーの

育成 

自治活動団体の代表者に対し、地域づ

くりに関しての各種講座等の案内を行っ

ている。 

Ｃ 地区役員の後継者不足の問

題が表面化してきている状況

から、これから地域活動を進め

ていくうえでは、地域内のあら

ゆる団体の横のつながりを強

化していくことが重要である

と考えており、自治活動団体を
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

核とした連携強化の支援が必

要である。特に、地域内で出て

くる様々な意見を整理できる

人材（ファシリテーター）を育

成していくことが必要である。

【企画課】 
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４．ボランティア活動・ＮＰＯ活動の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）協働事業

の進め方に関す

る指針等の策定 

一部市立施設において、ＮＰＯを指定

管理者として管理運営を委任しており、

行政との協働のあり方のひとつの象徴的

なモデルとなっている。また、行政の各

施策において、関係機関としてボランテ

ィア団体等が参画し、連携して事業を実

施する例もあるが、ＮＰＯやボランティ

ア団体との協働のあり方や進め方につい

て、市として包括的な検討ができている

わけではない。 

Ｄ 様々な団体との連携の実績

を集約し、行政の各分野との関

わりを整理しなければならな

い。そのために、担当部署を明

確にし、定期的な情報共有・検

討の場を組織する必要がある。

【福祉事務所】 

（２）全市的な

ボランティア・

ＮＰＯネットワ

ークの形成 

地域福祉の推進を業務とする南国市社

会福祉協議会（社協）の各施策をはじめ、

地区社協や公民館活動、開かれた学校づ

くりの推進、自主防災活動、地域の見守

り活動等、関係団体の連携による活動は、

多様な分野でネットワークを形成して展

開されている。しかしながら、こうした

実績が十分に情報共有されていないた

め、全市的なボランティア・ＮＰＯセン

ター機能の確立には至っていない。 

Ｃ 全市的なボランティア・ＮＰ

Ｏセンター機能を確立するた

めには、情報を一元的に集約で

きる体制が必要である。既存の

ネットワークによる活動を継

続し、社協内に設置されている

ボランティアセンターの機能

強化も図らなければならない。

今後は、特に災害ボランティア

センター設置に向けた体制づ

くりにおいても、地域住民とと

もに取り組む必要がある。【福

祉事務所】 

（３）ボランテ

ィア・ＮＰＯの

育成と活動の普

及 

南国市社会福祉協議会内のボランティ

アセンターによるボランティア登録やボ

ランティア養成講座の実施、ボランティ

ア保険への加入等で、活動への支援と環

境整備が図られてきた。また、なんこく

ありがとうポイント（介護支援ボランテ

ィア）制度や「なんこくボランティアＤ

ＡＹ」の開催は、福祉施設との協働、ボ

ランティアの発掘と質の向上といった成

果を上げている。ＮＰＯの設立・活動に

ついては、高知県社会福祉協議会が設

置・運営する高知県ボランティア・ＮＰ

Ｏセンターの支援によるところが大き

い。 

Ｂ 引き続き南国市社会福祉協

議会と連携し、なんこくありが

とうポイント、なんこくボラン

ティアＤＡＹをはじめ、認知症

サポーター養成講座、介護予防

サポーター養成講座等の取組

みを継続するとともに、内容の

充実を図っていく。また、地域

と児童生徒会活動、ＰＴＡ活動

が連携し、多世代が協働でボラ

ンティア活動に取り組める機

会、環境づくりに努める。これ

らの取組みは、ホームページや

フェイスブックを利用して積

極的に情報発信し、人材の発掘

にもつなげる。【福祉事務所】 
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５．人権対策・男女共同参画対策の推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 26年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）さまざま

な人権課題に対

する正しい理解

と認識のための

教育・啓発の実

施 

保育所（園）・幼稚園・小中学校におい

て、学習指導要領や地域の実情に応じた

人権教育を推進した。 

市民・職員を対象とした人権講座の開

催や、市広報への人権コラム（毎月）や

人権特集（年１回）の掲載、また人権パ

ネル展の開催など様々な時期や手法で人

権啓発に取り組んだ。 

平成２２年度から、人権擁護委員と連

携して「人権の花運動」を実施しており、

高知農業高校の協力も得ながら小学校・

福祉施設と啓発の場が拡がった。【生涯学

習課】 

 

人権擁護委員、保護司、行政相談委員、

特定非営利活動法人高知被害者支援セン

ター等の人権擁護に関する団体の活動を

支援している。それぞれの組織ごとに人

権に関する相談、啓発活動に取り組み、

人権意識の高揚に努めている。各団体と

も、創意工夫をこらし、幼児から高齢者

まで幅広い取り組みが拡がっている。【総

務課】 

Ａ 

【 生

涯学習

課】 

 

 

Ａ 

【総務

課】 

全ての人の人権が尊重され、

相互に共存し得る平和で豊か

な社会を実現していくために、

自分や他者の生命が守られ、市

民一人ひとりの人権尊重の精

神の涵養を図っていくことが

不可欠であり、今後も継続した

取組が必要である。【生涯学習

課】 

 

人権を守るための活動を法

に基づいて行っており、市から

の支援は不可欠である。定額の

補助金についても一定削減し

ており、人権意識の高揚のた

め、他市町村と分担して負担し

ている補助金等について、南国

市のみ削減するということは

対応しがたい。【総務課】 

（２）男女共同

参画社会づくり

の推進 

平成２３年度、「南国市男女共同参画推

進計画」を新たに策定し、福祉・保険・

産業などの関係分野と連携し取り組む体

制づくりを行った。 

ＤＶ、セクシュアル・ハラスメント対

策として、庁内に相談窓口を設けるとと

もに、市広報や講座等を通じて女性の人

権尊重を広報・啓発について行った。 

Ｂ 各種審議会、委員会等の女性

委員ゼロの解消の実現につい

ては、一定、進んではきている

ものの、特定の分野に専門的な

知識が必要となる委員会等も

あり、その分野における女性の

人材育成が求められる。【生涯

学習課】 
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２．第２章 安全で利便性の高い「快適環境

のまちづくり」 

１．防災対策、消防・救急対策の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）地域防災

計画等の指針の

策定 

「災害に強いまち」を目指し、必ず起

こると言われている南海トラフ地震の対

策や台風等の風水害対策などに対応する

ために、「南国市地域防災計画」の見直し

を行った。 

「地震・津波防災マップ」、「物部川・

国分川洪水ハザードマップ」、「津波浸水

予測図」を作成し、災害への備えのため

に、市民に配布し、周知に努めている。 

武力攻撃等の緊急事態に対応するため

の「国民保護計画」を策定している。 

Ｂ 南海トラフ地震の新想定

に基づいたハザードマップ

を作成する必要が生じてい

たが、平成２５年度末までに

津波避難タワーや高台等へ

の緊急避難場所を整備した

ことにより、ハザードマップ

の見直しを先送りにした。新

たなハザードマップを早急

に作成し、市民に周知する予

定である。 

また、法改正に基づき、見

直しの必要がある各計画に

ついては、随時改訂を行う。

【危機管理課】 

（２）防災体制

の整備充実 

南海トラフ地震対策や風水害・土砂災

害対策などのために、防災行政無線の整

備や緊急速報エリアメールなどの活用、

津波浸水区域では、高台への緊急避難場

所の整備や１４基の津波避難タワーの建

設など、市民の生命、身体及び財産を災

害から保護する取組を進めた。 

小・中学校、保育・幼稚園の耐震化に

ついては１００％完了し、地区公民館な

どの公共施設については建て替えなど順

次計画的に進めている。 

Ｂ 備蓄倉庫などを設置し、各

種資機材や水などの備蓄を

進めているが、まだ十分では

ない。今後も備蓄計画に基づ

き、計画的に備蓄を行ってい

かなければならない。 

自主防災組織の組織率に

ついては、２６年３月末現在

で９２．８％で、１００％を

目指す。自分たちのまちは自

分たちで守るという意識を

もって活動できるよう支援

していく。【危機管理課】 

（３）治山・治

水・津波・浸水

対策の促進 

高知県が指定した土砂災害警戒区域

（急傾斜地の崩壊・土石流）の周知など

を行った。【危機管理課】 

 

国、県と連携し、津波対策として１４

基の避難施設の整備並びに２７か所避難

路の整備を実施した。【建設課】 

Ｂ 

【危機

管理

課】 

 

Ｃ 

【建設

課】 

土砂災害警戒区域の指定

や土砂災害等からの避難な

どについて、ホームページや

広報等で周知、徹底を図り、

市民の安全・安心に寄与す

る。 

高知県管理や国管理の河

川の堤防や海岸の防潮堤な

どの整備について、連携を取

って進めていく。【危機管理

課】 
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

大きな確率で発生すること

が予想される南海大地震な

どの防災対策について、早期

に充実させる必要から国や

県へ強く要望し、働きかけて

いく。【建設課】 

（４）消防体制

の整備充実 

消防体制は、大規模災害等に備えるべ

く整備を進めていたが、平成２３年３月

の東日本大震災により、緊急の対策とし

て、消防デジタル無線の整備等、災害に

対する情報通信施設や防災活動拠点とな

る施設の整備や消防団員の災害対応マニ

ュアル作成を行った。 

Ｂ 大規模地震発生による、地

震火災による被害を軽減す

るため、消防ポンプ車等の整

備や耐震性防火水槽の整備

を進める必要がある。また、

消防通信施設や災害対応マ

ニュアルをより活用するた

めに、実際の災害を想定した

訓練を繰り返す必要がある。

【消防本部】 

（５）救急・救

命体制の整備充

実 

救急救命士は、毎年１名に資格取得を

させ、増員を図っている。高規格救急自

動車は、予備車を含めて３台の整備が進

んでいる。また、山間部の狭い道路に対

応するため軽救急自動車を導入した。 

市民による救命率を上げるための救命

講習は、ＡＥＤの取り扱いも含め、月２

回の定期講習並びに事業所、学校等へ出

向いての講習を行っている。 

Ａ 年々増加する、救急需要に

対応するため、救急車適正利

用の意識啓発並びに複数の

救急要請に対応するために、

救急隊の増隊や消防隊によ

る応援体制を作っておく必

要がある。また、救急救命士

の処置できる応急手当が拡

大されているので、それに対

応できるように資機材の整

備とスキルアップのための

研修が必要である。【消防本

部】 
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２．交通安全・防犯・消費者対策の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）交通安全
教育の充実 

幼稚園・保育所の新入園児、小学校、
中学校の新入学児童・生徒に対して、交
通安全教室を実施し、交通安全教育の徹
底や交通安全思想の浸透、普及に努めて
いる。 
街頭活動や高齢者宅への訪問による交

通安全の啓発については、南国警察署と
連携し取り組んでいる。 

Ａ 高齢者ドライバーを対象と

した交通安全教室については、

南国警察署が実施しており、市

は実施していない。【危機管理

課】 

(２)交通安全施

設の整備充実 

交通安全確保を図るため、立ち入り防

護柵、カーブミラーの設置や道路幅員が

狭小な道路におけるラバーポールの設置

等を行なっている。これからも交通危険

箇所の改良に取り組み、安心安全な生活

が確保できるよう努める。 

Ｂ 国や県とも連携を図りなが

ら、安心、安全な道づくりを推

進する。【建設課】 

（３）防犯対策

の推進 

地域のタウンポリスと連携して、防犯

パトロールなどを実施して防犯活動に取

り組んでいる。 

防犯灯の設置については、各地域で設

置する防犯灯に対して、補助金を支給し

て支援している。 

街路灯の修繕については、できるだけ

早期に修繕するようにしている。 

Ａ 防犯灯の補助制度は、予算が

少なく、年度前半で予算を全額

消化していることから、増額を

検討しなければならない。 

街路灯の腐食などによる修

繕については、長期的な修繕計

画を立て、計画的に実施してい

く必要がある。【危機管理課】 

（４）消費生活

相談体制の充実 

平成２１年１０月に南国市消費生活セ

ンターを立ち上げ、翌２２年４月より、

消費生活相談員（市嘱託職員）を設置し

た。以後、相談件数は年々増加し、相談

内容も多重債務だけでなく、特殊詐欺、

インターネット・健康食品などトラブル

は多様・複雑・高度化してきている。時

代に応じた対応が求められており、国民

生活センター等が行う研修に相談員を参

加させ、レベルアップを図っている。 

また、高知県消費生活センターとの連

携は強化され、司法書士等とも協力して

無料法律相談会などを開催するなど相談

機能・相談体制は充実してきている。 

Ａ 増え続ける特殊詐欺や消費

者トラブルなどにおいて、南国

市消費生活センターは、なくて

はならない存在となってきて

いるが、これまでの消費者生活

に関わる補助（人件費・事業費）

が平成３０年度で切れるため、

財政的な独り立ちが必要であ

る。【商工観光課】 

（５）消費者教

育・啓発の推進 

啓発うちわ及びクリアファイルなどを

学校や幅広い年齢層の集まるイベントで

配布するとともに、高齢者サークルを中

心に寸劇・ロールプレイニングなどを取

り入れた出前講座などを開催し、消費者

意識の高揚と地域の向上を図ってきた。 

Ａ 子供から高齢者まで、日々の

何気ない生活・行動の中に消費

者としての「契約」が存在して

おり、そうした社会では、「自

立した消費者」になる。「消費

者市民社会の一員である自覚

を持つ」ことが重要であるとし

て、２０１２年１２月に「消費

者教育の推進に関する法律（消
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

費者教育推進法）」が施行され

た。そして、消費者教育につい

て「消費者教育推進計画」の作

成が努力目標になった。今後、

そういった計画の作成を検討

するとともに、地域や学校・警

察など関係機関と連携し、取り

組んでいく必要がある。【商工

観光課】 
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３．環境保全、景観形成、公園・緑地の整備 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）環境保全

活動等の充実 

小学生を対象とした夏休みこども教室

を開催。地球温暖化防止や省エネに関す

る教育プログラムを行っている。また、

国分川をきれいにする会と連携を図り国

分川沿いの史跡などをめぐる国分川ウォ

ーキングを行った。 

全市的な環境活動としては、各地区に

環境委員を配しごみステーションの管理

や環境美化を行った。 

Ａ 学校現場との連携がいま一

歩踏み込めていない。小学４年

生の授業でごみのことについ

て学習するので、ごみ処理施設

見学会など全学校が行うよう

な取組が必要と感じている。

【環境課】 

（２）環境監視

体制の強化と公

害防止対策の推

進 

市内９カ所の河川等水域の水質検査を

行っている。また、大気汚染、悪臭など

の公害問題についても関係機関と連携を

図り早期の解決を図るよう努力してい

る。 

環境保全協定については、工場進出時

に地元の要望により公害を未然に防ぐた

めに協定内容の監修を行った。 

Ａ 地域住民の健康を保護する

ために、今後立地される工場な

どと地元との間に立ち、公害防

止協定の締結が行われるよう

留意していかなければならな

い。【環境課】 

（３）資源循環

型社会づくりの

推進 

広報誌へ毎月省エネに関する記事を掲

載し、市民に広く啓発している。 

環境に優しい事業所づくりには取り組

めていない。 

住宅用太陽光発電に対して補助金制度

を設け、地域資源（再生可能エネルギー）

の有効利用を推進している。 

エコプラン実行計画を策定し、省エネ

ルギーや地球温暖化対策を市民が実行で

きる取り組みを啓発している。 

Ｂ 事業所への取り組みが弱い。

今後事業所に対する資源循環

や地球温暖化対策の啓発が必

要。【環境課】 

（４）南国市ら

しいふるさと景

観づくり、環境

美化運動の促進 

市内一斉清掃、海岸清掃、舟入川・藻

川清掃及び国分川のシバ焼については、

環境委員の皆様のご協力を得て、多くの

市民の皆様にご参加いただいている。【環

境課】 

 

公共施設や道路整備にあたっては、周

辺と調和のとれたデザイン等を検討し、

地域景観の形成に寄与するように努めて

いる。具体的には、都市計画道路整備に

おいて、歩道は穏やかな色の透水性ブロ

ックを設置し、中央分離帯及び歩道植栽

帯はツツジ・オタフクナンテン・サザン

カ・シマトネリコを植栽して、周辺と調

和のとれた地域景観の形成に努めてい

る。【都市整備課】 

Ａ 

【環境

課】 

 

Ｂ 

【都市

整備

課】 

各清掃事業については市民

の皆様には定着しているが、

年々参加者が減少している事

業もある。 

収集されるごみの量は減少

してきているが、日ごろからご

みを捨てない、環境を汚さない

取り組みが必要。【環境課】 

 

今後も順次、公共施設や道路

整備を進めていく必要がある

が、最近の災害の全国的多発に

より、防災事業関連に国の予算

が多く配分されている。このた

め、街路事業は予算配分の枠が

小さくなり、進捗率が伸び悩ん

でいる。都市計画道路は、地域

景観の形成に寄与するのはも
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

ちろんだが、災害時の避難路・

物資輸送路や火災延焼防止な

ど防災面でも重要な役割があ

る。全国街路事業促進協議会な

どと共同して、必要な予算確保

を強く要望していく必要があ

る。【都市整備課】 

（５）公園・広

場の整備充実 

吾岡山文化の森はまほろば祭りの会場

として定着し、また保育所・小学校が遠

足で訪れる施設として広く市民県民の交

流の場として活用されている。宅地造成

により新設された公園についても依頼の

あったものについては南国市が管理して

いる。管理運営については、地域団体等

に委託し、維持管理体制の充実を図って

いる。 

Ｃ 公園施設の老朽化や植栽が

大きく育ったことにより、今後

は、ますます維持管理費の増大

が懸念される。【都市整備課】 
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４．上・下水道の整備 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）水道施設

整備の推進 

施設の耐震化について、配水池は完了

しているが水源地管理棟がまだ未着手と

なっている。老朽施設となっている石綿

管路については布設替えを行っている

が、まだ半分弱が残っているため強化し

なければならない。未普及地域の解消に

ついては、近年の地下水の低下や水質悪

化の懸念から要望が増えてきており、整

備を進めているが、まだ目標まで達成で

きていない。 

Ｃ 南海トラフ地震は、今後３０年

以内に７０％の確率で起きる

と言われているため、施設の耐

震化や老朽管路の布設替えに

ついては喫緊の課題となって

いる。また、未普及地域につい

ては、近年の地下水の低下や水

質悪化が懸念されており整備

を急ぐ必要がある。このため、

景気低迷の中、水道利用者にあ

まり負担とならないように、財

政状況を注視しながらできる

だけ早期の整備を図って行く

必要がある。【上下水道局】 

（２）水道経営

の健全化 

有収率については、老朽管路の布設替

えや管路の漏水調査を実施しており向上

はしているが、伸び率が少ない。経営の

健全化については、使用料金の引き上げ、

未納者に対する停水措置や水道台帳のデ

ーター化を実施しており改善ができてい

る。 

Ｂ 今後も引き続き、老朽管路の布

設替え・管路の漏水調査・未納

者への停水措置や台帳のデー

タ化を推進し、経営の健全化を

図って行く。【上下水道局】 

（３）公共下水

道事業の推進 

汚水の未整備地区については、平成１

９年度より市内中心部の後免・駅前町の

整備を進めており、その進捗は約７０％

となっている。計画に対する汚水普及率

は目標の数値に達している。雨水の整備

については、新川雨水幹線を下田川から

電車通りまでほぼ工事が完成した。しか

し、計画に対する雨水普及率は目標の数

値とは開きがある。【上下水道課】 

 

公共下水道や農業集落排水事業が実施

されていない地域においては、生活排水

対策として浄化槽設置整備事業補助金制

度があり、毎年予算の範囲内で交付して

いる。【環境課】 

Ｃ 

【上下

水道

局】 

 

Ｂ 

【環境

課】 

汚水については、今後、後免

町・駅前町の残りや未整備であ

る篠原地区等の整備を行い、引

き続き汚水の普及を推進して

行く。雨水については、今後未

整備で９８高知豪雨で被害の

あった明見地区と区画整理に

伴う篠原地区の整備を行い、引

き続き雨水の普及を推進して

いく。【上下水道局】 

 

今後も浄化槽設置整備事業を

継続することにより浄化槽人

口の増加を推し進め、市内にお

ける生活排水処理人口の底上

げを図る。【環境課】 

（４）下水道事

業に対する啓発

活動と接続率の

向上 

接続率の向上については、９月を接続

推進月間として職員や排水設備指定業者

による戸別訪問を実施し、接続への呼び

かけを行っている。また、小学校４年生

を対象に処理施設の見学も行ってきた。

広報においては、接続のお願いや受益者

負担金等について説明をしている。又、

ホームページにおいては、指定業者一覧

Ｃ 引き続き、接続率の向上につい

ては戸別訪問を実施し接続へ

の呼びかけを行っていく。啓発

活動については、小学校４年生

を対象に処理施設の見学等を

今後も行っていく。広報におい

ては、接続のお願いや受益者負

担金の他に宅内接続工事等に
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

表・予算決算や仕事内容等を載せており

市民にＰＲをしている。 

ついても説明をしていく。ま

た、ホームページでは、指定業

者一覧表・予算決算や仕事内容

の他に宅内接続工事について

も記載し、市民にＰＲをしてい

く。【上下水道局】 
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５．環境衛生とリサイクル対策の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）ごみ処理

施設の整備 

市内において発生する一般廃棄物の中

で、家庭及び事業所から排出される可燃

物については、市が行う収集運搬及び市

が許可を与えた収集運搬業者による収集

運搬によって回収された可燃ごみのすべ

てを香南清掃組合で焼却処分している。 

Ａ 香南清掃組合の焼却施設建て

替えに伴い、設置される２炉の

規模が１炉あたり日量８０ト

ンから６０トンに縮小される

ため、可燃ごみの組成で半数程

度を占める水分量の減量化や、

資源化できる紙類等の混入率

を削減するなどの対策が必要。

【環境課】 

（２）ごみの分

別収集の徹底と

資源化の一層の

推進 

資源化袋の有料化については、既に導

入済み。 

資源化の項目については、紙類、衣類、

段ボール、容器包装プラスチック類、ペ

ットボトル、金属類、及びビン類を分別

収集、また、雑ごみの中から小型家電品

の選別を平成２５年度から、リサイクル

可能な硬質プラスチックを平成２６年度

から行っている。 

事業系紙ごみの資源化については、香

南清掃組合に対し、紙を資源化する業者

を紹介し、現在水際での紙の資源化を行

うとともに啓発も行っている。 

Ｂ 事業系一般廃棄物に対する資

源化の徹底・啓発【環境課】 

（３）ごみ排出

抑制の推進 

レジ袋の有料化・マイバッグ持参の励

行については、平成２４年１１月にレジ

袋削減運動をおこない、市内の大型スー

パーへの啓発活動を行い、各店舗でレジ

袋削減の取り組みが進んでいる。 

生ごみ処理器購入補助金の周知につい

ては、広報誌への掲載を行っている。 

結果として可燃ごみ、容器包装プラス

チック類等については、収集量の減量化

が進んでいる。 

Ａ 廃棄物の減量化への取り組み

は引き続き行っていく。【環境

課】 

（４）野焼き対

策等の推進 

平成２５年度の野焼きによる苦情件数

は１０件で、例年よりも減少している。

野焼きの周知については広報やホームペ

ージを利用して定期的に行っている。 

Ｂ 減少傾向にあるとはいえ、野焼

きの苦情は後を絶たないので、

消防や警察と連携して迅速な

対応を引き続き行っていく。

【環境課】 

（５）ごみ等の

不法投棄対策の

推進 

不法投棄禁止の看板には法改正後の罰

則を明記している。平成２４年度末に白

木谷地区で大掛かりな不法投棄ごみの回

収作業を地元地区、保健所、及び市で行

ったので、不法投棄が行われないよう平

成２５年度は中央東福祉保健所等ともに

連携を図りパトロールの強化を行った。 

Ａ 不法投棄は不特定多数の投棄

者とのいたちごっこと言える。

パトロールの強化により早期

発見、早期対処ができるような

体制が必要である。【環境課】 
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（６）し尿処理

施設の整備 

現施設「南国市環境センター」は、平

成８年の運転開始当初から処理能力を超

える投入が続いている。加えて、次第に

老朽化が進行しつつあるが、毎年各設備

の点検整備はもちろん修繕や更新を順次

実施することにより安定的な処理を行う

ことができている。 

Ｃ 現施設「南国市環境センター」

は、平成８年の建設であり、次

第に老朽化が進み維持修繕費

が増加していく傾向にある。当

面は施設の延命化に向けた対

策に重点を置いていくべきで

あるが、現在焼却処分している

汚泥の再生処理施設への移行

について、広域的な取り組みも

視野に入れつつ検討していく

ことが必要。【環境課】 
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６．調和のとれた土地利用の推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）国土のグ

ランドデザイン

の見直し策定 

平成２１年３月に南国市都市計画マス

タープランの改訂を行った。またその後

の用途地域・都市計画道路の一部見直し

や、市街化調整区域における地区計画の

見直しにより一部変更を行った。【都市整

備課】 

 

平成１６年度に領石地区で地籍調査を

開始し、平成２１年度からは２地区へと

調査区域の拡大を図った。さらに、平成

２３年度からは３地区へと調査区域の拡

大を図り、現在では４地区で調査を実施

している。 

本市の事業の進捗率は、約１０．５％

(平成２５年度末）である。開始当初は、

調査完了までに１５０年以上もかかる事

業であったが、現在では３５年ほどで完

了する見込みとなり、調査のスピードア

ップ化が図られている。【地籍調査課】 

Ｃ 

【地籍

調査

課】 

 

 

― 

【地籍

調査

課】 

大規模なほ場整備計画と市街

化調整区域における地区計画

の調和のとれた土地利用につ

いての検討が必要。平成３１年

をめどに南国市都市計画マス

タープランの改訂予定。【都市

整備課】 

 

本市の中山間地域では過疎

化が進み、高齢化率や林野率も

高く、森林育成の担い手が減少

し、森林の荒廃や土地所有者及

び地元精通者の高齢化のため

に現地の境界立会が困難にな

るなど課題が多い。 

また、南海トラフ地震の発生

予測を踏まえ、被災前の防災・

減災対策として南海トラフ地

震による被害が想定される地

域について、地籍調査の一層の

推進を図ることが重要である。 

このように、山間部、沿岸部

での地籍調査を急ぎつつ、公共

事業が多い市内中心部の調査

へも取り組むなど、本事業を全

市的に少しでも早く完了する

ことが不可欠である。【地籍調

査課】 

（２）地域の発

展に寄与する計

画的な土地利用

の推進 

都市計画道路の開通に伴う用途地域の

変更や代替え道路の開通に伴う都市計画

道路の見直し等を行い、より有効な土地

利用の推進を行った。 

Ｃ 市街化調整区域のおける地区

計画により、医大周辺や幹線道

路沿いの有効な土地利用につ

いての検討【都市整備課】 

（３）土地取引

の適正化の推進 

高知県開発許可制度や南国市土地開発

適正化条例により適正な指導・規制・監

視に努めている。 

Ｂ 関係法令や条例の市民への周

知【整備課】 
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７．市街地の整備 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）広域拠点

にふさわしい中

心市街地の整備 

中心市街地については、広域拠点にふ

さわしい市街地形成をめざした都市計画

街路の整備として、南国駅前線整備事業

がある。平成２６年度内の事業認可変更

により、ＪＲ後免駅前広場整備を事業区

域に入れ、駅前広場にバスを乗り入れる

ことにより、交通結節機能を高め、商業

機能の集積誘導等により、にぎわいのあ

る人の集まる市街地環境の再生に取り組

んでいる。 

Ｄ 駅前広場整備において、残さ

れた課題は、関係機関との協議

（ＪＲ四国・警察・バス事業

者・タクシー事業者・地元関係

者など）があり、今後必要な取

り組みは、災害に強いまちづく

りや景観形成、さらには高齢

者・障害者に配慮したまちづく

り等に留意するものとする。

【都市整備課】 

（２）都市計画

道路事業の推進 

都市計画道路高知南国線（南国市関係

分）は、西は国道３２号線（東道路）か

ら東は都計道路西山能間線まで総延長

L=2,800ｍ。内、供用開始済 L=800ｍ、事

業中 L=1,350ｍ（２工区 210ｍ・県施工

1,350ｍ）、平成２６年度事業認可予定

L=220ｍで事業着手率９２．１％である。

また、南国駅前線は、北はＪＲ後免駅前

から南は国道５５号線まで総延長

L=1,190ｍ。内、供用開始済 L=200ｍ、事

業中 L=414ｍで事業着手率５１．６％で

ある。この２路線を重点的に今後とも計

画的に事業を進める。 

Ｂ 今後も順次、都市計画道路整
備を進めていく必要があるが、
最近の災害の全国的多発によ
り、防災事業関連に国の予算が
多く配分されている。このた
め、街路事業は予算配分の枠が
小さくなり、進捗率が伸び悩ん
でいる。都市計画道路は、地域
景観の形成に寄与するのはも
ちろんだが、災害時の避難路や
火災延焼防止など防災面でも
重要な役割がある。全国街路事
業促進協議会などと共同して、
必要な予算確保を強く要望し
ていく必要がある。【都市整備
課】 

（３）土地区画

整理事業等の推

進 

県施行による都市計画道路高知南国線

（篠原工区）の整備により、今後、同路

線周辺の宅地開発が急速に進むことが見

込まれる地区を対象に、平成２１年度か

らまちづくりについて説明会の開催やア

ンケート等により事業の説明や住民、地

権者の意向の把握等を行った。 

平成２３年度からは土地区画整理事業

の導入に向けて、施行区域の範囲や道路

設計等について住民意向を踏まえた事業

計画素案の検討を行い、２５年４月には

篠原土地区画整理事業の都市計画決定を

行った。 

Ｂ 現在施行中の篠原土地区画

整理事業については事業を円

滑に進めるために、引き続き説

明会や区画整理だよりの発行

等により地権者等の理解を深

めるとともに、都市計画道路高

知南国線（篠原工区）を施行す

る県等の関係機関との協議を

進める。 

地方都市を中心に人口の減

少局面に入ったことから都市

計画行政の転換期を迎えてお

り、新規地区の土地区画整理事

業の事業化については、国、県

の動向を踏まえて検討を進め

る必要がある。【都市整備課】 

（４）新たな市

街地整備の検討 

平成２５年４月に「岡豊キャンパス周

辺まちづくり検討会」を立ち上げ、市街

化調整区域における地区計画によるまち

づくりを検討してきた。 

Ｄ 具体的に実現していくうえ

での地区計画の作成や事業化

への手法の検討【都市整備課】 
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８．道路・交通網の整備 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

(１)総合的な道

路整備計画の策

定 

「第３次南国市総合計画」などの上位

計画に基づき、南国市都市計画マスター

プランにおいて平成２１年に交通施設整

備方針図が策定された。 

Ｃ 行政だけでなく、市民や民間の

道づくりへの主体的な参加と

協力が求められるよう、また、

より良い協力関係が確立され

るよう取り組む。【建設課】 

(２)高速道路整

備促進 

国が実施している高知東部自動車道・

高知南国道路については、平成２８年３

月になんこく南ＩＣ（南国市伊達野）～

高知龍馬空港ＩＣ（南国市物部）までの

間が供用開始の予定である。 

Ｂ 近いうちに起こりうるであろ

う南海大地震による津波の際

に、東部自動車道敷地内へ一時

的避難ができるように今後、国

とも協議を行ない取り組みま

す。【建設課】 

(３)国・県道の

整備促進 

平成２５年度、国道１９５号のバイパ

ス（通称：あけぼの街道）の暫定２車線

が供用開始した。県道空港インター線(南

国バイパス～高知龍馬空港まで）につい

ては、平成２７年２月末の供用開始の予

定。また、国が建設を進めている高知東

部自動車道・高知南国道路においては、

高知市吾台山、高知南ＩＣ～南国市伊達

野、なんこく南ＩＣまで間を平成２７年

３月供用開始の予定である。 

Ｃ 旧国道１９５号における歩道

の整備、県道南国インター線の

交差点改良等や高知東部自動

車道・高知南国道路及び南国安

芸道路の早期の整備に向けて、

引き続き要請していく。【建設

課】 

(４)市道の整備 関係機関と連携し、安心・安全な道づ

くりを進めているが、現在、市道の補修、

修繕が主であり、歩道整備が遅れている。 

Ｃ 歩行者、自転車などについても

安心、安全な道の整備に取り組

んでいく。【建設課】 

(５)安全でうる

おいのある道づ

くりの推進 

道路整備におけるバリアフリー化が遅

れている。環境、景観に配慮した道づく

りは進んでいない。 

Ｅ 環境、景観に配慮した道づくり

が進んでいない現在、バリアフ

リー化についても再検討し、取

り組んでいく。【建設課】 

（６）公共交通

の利便性の向上 

平成２３年５月に交通事業者等からな

る南国市地域公共交通会議を設立し、交

通空白地対策やバス路線の再編、利用促

進の取組みを行っている。 

Ｂ 中山間地域の乗合タクシーの

運行と合わせて、特に、路線バ

スの利用促進の取組みを事業

者とともに進めていく必要が

ある。【企画課】 
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９．情報・通信基盤の整備 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）情報通信

基盤の整備 

平成１４年に無線による地域イントラ
ネットの整備を行い、公民館等に市民が
利用できるパソコンの配置など、市民へ
のインターネットの普及に努めた。その
後、映像や動画通信など多くの通信容量
を必要とする通信が一般的となり、超高
速ブロードバンド環境が必要となったた
め、平成２２年に、総務省の補助事業を
活用し、地域情報通信基盤整備事業を実
施、市内のほぼ全地域に光ブロードバン
ドが利用可能な環境を整えた。 

Ａ 全市への光ケーブルの設置に

より、情報通信基盤は整った

が、今後は急速に普及するスマ

ートフォンやタブレット、携帯

端末等を便利に利用できる、Ｗ

ｉＦｉスポットの設置を民間

の協力も仰いで進める必要が

ある。【情報政策課】 

（２）情報化の

推進 

財務会計、人事給与システム、地理情

報システムなど、行政事務の電算化は進

んだ。電子決裁については、導入に向け

て検討を行ったが、電子のみの決済行為

については、現状では自治体の事務にそ

ぐわない面が多く、見送ることとした。

電子申請、文書管理については今後も実

現に向けて取り組む。 

Ｂ 電子申請や施設予約システム
などを導入し、市民の利便性向
上を図る。また、広域行政を進
めるなど、行政事務の電算化に
とどまらず、マイナンバーの積
極的な活用など、市民サービス
の向上につながる情報化を進
める。また、地域活性化のため、
行政全般にわたってインター
ネットの活用を積極的に進め
る必要がある。【情報政策課】 

（３）多様な情

報サービスの提

供 

行政情報、保健・医療・福祉、防災・

消防など、市民に様々な情報を迅速に提

供するため、簡単にホームページが作成

できるコンテンツ・マネジメントシステ

ムを導入。必要な情報をインターネット

を利用して発信するよう努めた。また、

利用が広がっているソーシャル・ネット

ワーキング・サービスの一つであるフェ

イスブックの利用も開始した。 

Ａ 必要な情報を掲載するホーム
ページから利用されるホーム
ページとなるよう、情報のアク
セシビリティの向上、内容等に
ついて改善を行う必要がある。
また、急速に普及するスマート
フォンに対応したシステムの
構築を進める必要がある。 
ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービスについては、今後
の利用状況を見ながら、複数の
サービスに利用を広げていく。
【情報政策課】 

（４）情報セキ

ュリティ対策の

推進 

平成１８年に情報セキュリティポリシ

ーを策定し、継続的に職員に対し研修を

実施して、情報セキュリティにのっとっ

た事務の徹底を図った。また、平成２２

年には、情報セキュリティポリシーを反

映した市役所内のネットワークシステム

を構築し、適切な運用に努めた。 

Ａ 情報セキュリティポリシーの

監査を実施するとともに、ＰＤ

ＣＡサイクルを確立する。【情

報政策課】 

（５）高度情報

化に対応した人

材の育成 

こうち人づくり広域連合の研修事業に

より、職員の情報システム活用能力向上

に努めた。また、全部署にインターネッ

ト端末を配置し、ホームページの運用等

を行った。 

Ｃ 職員がインターネットを活用

して情報収集を行い、行政に生

かすことができるよう、利用環

境の充実に努める必要がある。

【情報政策課】 
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１０．住宅対策の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）公営住宅

の応能応益家賃

の適用と一般公

募の導入 

地域改善向けの改良住宅を平成１９年

度から公営住宅同様に一般公募を実施し

ている。 

応能応益家賃についても、移行を完了

し全戸に適用している。 

子育て支援住宅の確保は、既存住宅が

充足し、空室が目立つようになったため、

市営住宅公募抽選時に配慮を行うなどで

対応している。子育て世帯向け住宅の新

設等は現在計画していない。 

指定管理者による公営住宅の管理委託

を検討したが、受託先が限られ、また業

務が限定されるため望むような効果が得

られないと判断し、実現していない。 

Ｂ 市営住宅公募の方法につい

ては、各方面からいろいろな意

見が出されている。今後も公正

な方法により入居選考、抽選を

行っていきたいと考えている。 

子育て世帯向けの住宅につ

いては、募集要件、抽選方法を

配慮することにより既存住宅

の空室で対応していく。新たに

特化した住宅の建設は、計画を

見送っている。【都市整備課】 

（２）不正入居

等と滞納家賃対

策・債権回収対

策の強化 

平成２６年３月現在、市営住宅への不

正入居の事案は確認されていない。 

悪質な住宅使用料の滞納者について

は、厳正な姿勢で回収に臨む。一方で経

済的困窮による滞納者については、安易

に退去させることで社会的な批判を受け

ることになりかねないので、早い段階で

の納付指導が重要になる。生活保護世帯

の住宅扶助の委任納付により、保護世帯

の収納が格段確実になったため、収納率

が向上した。 

Ｂ 住宅使用料の滞納徴収につ

いては、負担の公平性の確保の

ためにも今後も継続して行は

ねばならないと考えている。一

方で、破産、死亡、行方不明等

で回収不能になっている債権

については、経理上整理する必

要がある。滞納者に対して高額

滞納になる前に退去させるな

どの強硬な手段を選択すれば

滞納額を最少で抑えることが

できると思われるが、退去させ

るまでに判決が必要なため、時

間と費用が必要になる。費用対

効果、公営住宅の性格を考えな

がら今後も収納に努める必要

がある。【都市整備課】 

（３）木造耐震

診断・耐震改修、

アドバイザー派

遣事業等の推進 

耐震工事への補助金上限が３０万円上

乗せされ９０万円になった平成２３年か

らは、それまでのほぼ倍増の約６０棟で

推移している。また市内業者へはさらに

１０万円を上乗せしており、市内業者の

経済活性化にも寄与している。 

Ｂ 平成２２年９月に策定され

た南国市耐震改修促進計画で

は平成２９年の住宅耐震化率

９０％に目標設定されている

が、現在の状況では非常に厳し

い。今後の取り組みとしては、

個別訪問等による住宅耐震化

促進を検討する。【都市整備課】 



Ⅲ．「主要な施策」ごとの達成状況・達成度・課題等 ２．第２章 安全で利便性の高い「快適環境のまちづくり」 

１０．住宅対策の充実 

56 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（４）地域に根

ざした住まいづ

くりの推進 

南国市住宅マスタープランは、人口増

に対応する市内定住化のための条件整備

のために策定された一面がある。減少に

転じた現在の状況では、住宅ストックを

行っていく必要性等についても見直す必

要があり、積極的な推進は行っていない。 

Ｄ 南国市住宅マスタープラン

は、人口増に対応する市内定住

化のための条件整備のために

策定された一面がある。減少に

転じた現在の状況を想定でき

ていないため、見直す必要があ

ると考えられる。 

高齢化社会への対応、若者の

定住化に向けての施策は今後

も継続して行っていく必要が

ある。【都市整備課】 
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３．第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉

のまちづくり」 

１．地域福祉の推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）地域福祉

のネットワーク

化と相談活動の

強化 

行政と地域や関係団体等が協力して地

域課題の解決に向けて取り組むため、平

成２４年３月に南国市地域福祉計画を策

定し、南国市地域福祉計画検討委員会を

組織している。南国市社会福祉協議会が

策定した地域福祉活動計画とともに、相

互に共通認識のもとに関係機関・団体と

事業を実施している。地域包括支援セン

ター、障害者相談支援事業所「南国」と

の連携により、高齢者や障害者の相談体

制の充実を図ってきたが、社協内にあん

しん生活サポートセンターが設置され、

総合相談事業も実施されるようになっ

た。要援護者台帳を活用した民生児童委

員による日頃の見守り活動も相談活動の

強化につながっている。 

Ｂ 南国市地域福祉計画と地域福

祉活動計画に基づき、関係者・

関係団体の相互理解と協働に

よる市民参加型の地域福祉社

会の実現を目指していく。今後

も地域座談会を開催し、特に小

地域ネットワークづくりを一

層進めていく。また、あったか

ふれあいセンター事業におい

て住民の生活課題の把握とつ

なぎ機能の充実に努めるとと

もに、平成２７年度からの生活

困窮者自立支援事業の実施に

向けて、庁内外で相談・支援体

制の充実を図る。【福祉事務所】 

（２）地域福祉

団体等の育成支

援と福祉サービ

スの質の確保 

地域に根ざした活動の展開を図るた

め、国の補助金を活用して専門職を雇用

する等、南国市社会福祉協議会の財政基

盤の充実と組織体制の強化を進めてき

た。委託業務についても、必要な情報の

提供や人的な確保等の支援を行いなが

ら、連携して実施している。地域福祉の

拠点である南国市社会福祉センターの耐

震診断を実施し、耐震補強・改修工事を

予定している。 

Ｂ 社会福祉センターの耐震補

強・改修工事に係る費用を補助

するため、平成２６年度及び２

７年度において補助金を交付

する。 

「誰もが住み慣れた地域で安

心して暮らしていくことがで

きる地域づくりのため、地域の

ニーズ・生活課題に対応した新

たな支え合いの仕組みづくり

と、その活動拠点としての支え

合い活動を推進する」高知型福

祉の取組みであるあったかふ

れあいセンター機能の拡充を

図るため、サテライトの増設に

取組み、地域でのサロン活動に

つなげる。【福祉事務所】 

（３）福祉意識

の高揚と広報活

動の充実 

学校教育においては、各小中学校がそ

れぞれの地域の実態や特色に合わせて福

祉年間計画を作成し、ボランティア活動

等を通じて地域貢献への意識向上に努め

ている。学校便り等での情報発信が地域

からの返信につながり、交流の場や地域

の情報収集にもつながっている。社会教

Ｂ さらなる福祉意識の高揚を図

るため、地域において世代間交

流を推進する。地域福祉活動の

普及啓発のため、各種情報は従

来の紙媒体に加え、ホームペー

ジやフェイスブック等インタ

ーネット環境を積極的に活用
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

育においては、地域住民の集い・生きが

いの場として機能する高齢者教室、公民

館活動等を通じて、福祉意識の高揚が図

られ、健康づくりにも寄与している。様々

な地域福祉活動は市や社協の広報紙で随

時広報し、サービスがより有効に利用で

きるよう努めている。 

して広報する。【福祉事務所】 

（４）福祉人材

の育成・確保体

制の拡充 

福祉人材の育成確保を図るため、傾聴

ボランティア養成講座、認知症サポータ

ー養成講座、介護予防サポータ養成講座

等を実施するとともに、南国市社会福祉

協議会内のボランティアセンターによる

ボランティア活動への支援と環境整備が

実施されてきたが、その育成と活動の普

及は十分であるとは言えない。 

Ｃ これからの地域の支え合いの

再構築には、地域におけるリー

ダーの発掘と育成、世代間交流

の推進、防災・減災に向けた体

制づくりが重点施策となって

くる。学校や公民館を核とした

拠点づくりに向けた施策を積

極的に実施して、人の交流の機

会を増やし、人材活用に努める

とともに学習機会の提供を図

っていく。また、そのために情

報の発信と共有に努め、特に災

害ボランテイアセンターにつ

いての啓発活動を推進してい

く中で、ボランティアの育成と

拡充を目指す。【福祉事務所】 

（５）高齢者・

障害者などに配

慮した公共施設

等の改良・整備

の推進 

都市計画道路の築造工事・高知南国線

の供用開始済 L=800ｍと南国駅前線の供

用開始済 L=200ｍの区間については、歩

道の道路巾は、高齢者、障害者等の移動

等の円滑化を図るために、車いす使用者

がいつでもすれ違える道巾を確保してい

る。また、歩道の段差解消、視覚障害者

誘導用ブロックの設置などを行ってい

る。 

Ｂ 生活環境の整備には、歩道の

整備や店舗、スーパーマーケッ

ト等及び公共施設などの、街の

バリアフリー化を欠かすこと

ができない。今後も築造中の都

市計画道路（街路）を核に、高

齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進を図ります。【都市整

備課】 
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２．保健・医療活動の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）市民主体

の健康づくり体

制の確立 

健康講座や健康まつりを開催、各地区

主催のイベントでの健康相談、市広報誌

への掲載などを通じ市民へ積極的に健康

づくりへの参加を促してきた。また、健

康文化都市づくり推進委員や食生活改善

推進員などの住民組織は地区公民館など

で健康づくりに関連する教室や講座を主

催、市民主導の健康づくり体制の確立を

進めてきた。長寿社会の到来により、よ

り健康に過ごすために健康情報への関心

は高くなっている。 

Ｂ 健康文化都市づくり推進委員

会は委員が固定化する傾向が

あり、地域の他の住民に対して

の啓発活動や参画の促し方法

が課題となっている。健康づく

りへの関心の高まりを受け、

様々な媒体や機会をとらえ健

康・保健情報の発信により努め

ていく必要がある。【保健福祉

センター】 

（２）生涯現役

を目指した健康

づくり事業の推

進 

健康診査、各種がん検診や歯科健診の

実施により疾病の早期発見に努めた。特

定健診の結果に基づき、市民１人１人の

健康状態を把握し、健康的な生活が送れ

るよう個別相談、指導を行っている。よ

り健康になってもらうために実施する健

康まつり、健康講座、各地区での健康相

談では保健・医療・福祉・教育・産業等

各分野が連携し協力して実施してきた。 

Ｂ がん検診、健康診査は、４０代、

５０代の働き盛りの受診率の

向上が課題である。今後も引き

続き休日に検診日を設けるな

ど、受診しやすい検診となるよ

う努力し、広報誌だけでなくホ

ームページなども活用し受診

勧奨を行っていきたい。健康寿

命を延ばす健康づくり施策に

は分野を越えてさらに連携し

て取り組んでいく必要がある。

【保健福祉センター】 

（３）全市民的

な食育活動の推

進 

平成１８年度には「食育推進計画」、平

成１９年度には「食育推進行動計画」ま

た、平成２３年度には「第二次食育推進

計画」を策定し、これらの計画に基づき

各関係機関と連携しながら、市民ボラン

ティアの協力を得て、市民による市民の

ための食育活動に取り組んできた。食育

という考え方は市民に浸透してきた。 

Ｂ 食の重要性を理解してほしい

市民に、いかに興味をもっても

らえるように啓発していくの

か、また、事業に参加してもら

えるように広報していくのか

が課題である。今後も健康な生

活の基本が食生活にあること

を様々な場面で機会をとらえ

理解してもらう取組が必要。

【保健福祉センター】 

（４）母子保健

事業等の推進 

妊婦・乳幼児の家庭訪問や保健指導の

充実のため、訪問員として助産師を雇い

入れ、相談や指導を強化した。妊婦健康

診査は助成回数を１４回に増やしより受

けやすくし、乳幼児健診では管理栄養士

や心理士を導入するなど充実に努めた。

離乳食講習会、マタニティ教室や子育て

講座には、父親、祖父母も気軽に参加で

きるように設定している。思春期教育の

体制整備はできていない。 

Ｂ 親族や地域から孤立し育児や

養育に支援が必要な家庭が増

加しているが、家庭訪問や支援

を拒否する家庭も増加、その対

策が課題。支援が困難であって

も根気強く支援につなげてい

く努力を行っていくことが重

要。今後も引き続き安心して地

域で子育てできるような環境

整備の充実や支援の充実を図

っていく。【保健福祉センター】 
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（５）予防事業

等の推進 

法改正により予防接種の種類が増えた

が、その必要性や接種時期の啓発を積極

的に行い、接種率の向上に努めた。結核

や食中毒などの感染症等について症状や

予防方法などの知識の普及に努めた。献

血事業では必要不可欠な献血量の確保の

ため市内事業所等に積極的な働きかけを

行った。 

Ｂ 予防接種率が向上することで、

感染症の流行がなくなり、先天

性の疾病により予防接種が受

けられない高リスク者が病気

に感染することが防げるため、

今後も、接種率の向上のため接

種勧奨に努める。新たな感染症

に関する情報発信や日常生活

の中で防げる感染症や食中毒

予防の知識の啓発に努める。

【保健福祉センター】 

（６）地域医療

体制の整備充実 

医師会、歯科医師会、高知大学医学部

の協力のもと、各種検診（健診）を実施

した。休日等の医療の確保のため市内医

療機関の協力により当番医制度や救急医

療体制維持のため公的病院への助成も実

施。また、平成２０年度には医療救護用

無線機を市内医療機関に設置し、災害時

等に連携をとれるように整備した。 

Ｂ 医師会、歯科医師会、高知大学

医学部などと今後も連携し、休

日、緊急、災害時に対応できる

ように医療体制の充実をなお

一層図っていく。【保健福祉セ

ンター】 



Ⅲ．「主要な施策」ごとの達成状況・達成度・課題等 ３．第３章 安心して生涯を託せる「健康福祉のまちづくり」 

３．子育て支援対策の充実 

61 

３．子育て支援対策の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）保育サー

ビスの充実 

子育て世代のニーズに即し、一時保育

（２ヵ所）、０歳児保育（２ヵ所）、延長

保育（３ヵ所）、病児・病後児保育（１ヵ

所）の拡充や、看護師の加配により、医

療行為が必要な障害児の保育に取り組ん

だ。また民営化（３ヵ所）実施による経

費削減で新たな保育サービスなどの充実

が進められた。【幼保支援課】 

 

地域子育て支援センターでは保護者の

子育ての不安等を緩和し、子どもの健や

かな育ちを促進するよう、家庭で保育し

ている保護者と子どもが集える場所を提

供してきた。支援センターも公設１か所

と民営４か所合わせて市内５か所と充実

し、保護者と信頼関係ができ、未就園児

の親子へ充実した支援となっている。【保

健福祉センター】 

Ｂ 

【幼保

支援

課】 

 

Ａ 

【保健

福祉セ

ンタ

ー】 

ニーズが高く、量が不足してい

る０歳児保育について、拡充を

進める。また、老朽化による保

育施設の大規模改修及び津波

浸水区域による保育所の高台

移転等を進め、子どもたちの安

全、保護者の安心を図る【幼保

支援課】 

 

子育て支援センターは使用ス

ペースが限られており、授乳時

などのプライベート空間の確

保や大人数となった時の対応

が課題である。また今後は子育

て支援センター同士が情報交

換や連携に取り組むことによ

り、よりよいサービスにつなげ

て行く。【保健福祉センター】 

（２）子育て支

援サービスの充

実 

ファミリーサポートセンターの設立を

はじめ、一般地域住民も巻き込んだ地域

ぐるみでの支援ネットワーク体制は資源

人材不足のためできていないが、子育て

支援部署同士の連携や情報交換はできて

いる。 

Ｃ 子育てアンケートではファミ

リーサポートセンターへの要

望は少なかったため、施策に変

更が必要。子育て当事者や子育

て支援グループなど市民が自

主的に活動できる子育てサー

クルなどの活動を支援してい

く方策が有効ではないか。【保

健福祉センター】 

（３）児童の健

全育成活動の推

進 

児童委員・主任児童委員とは、要保護

児童対策地域協議会で、児童虐待の発生

予防、早期発見・早期対応に取り組んで

いる。【福祉事務所】 

 

放課後児童健全育成事業である放課後

学童クラブと放課後子ども教室の拡充、

また児童館の活用により、児童の放課後

の居場所づくりの充実を進めてきた。【幼

保支援課】 

 

子ども会活動を通じて人間性や社会性

などを身につけるなど子ども達の健全な

心身を養うとともに、地域ぐるみでの青

少年健全育成について広報車や広報誌に

よる啓発活動の実施や小・中・高校生に

よる意見発表の大会を毎年開催するなど

健全育成に対する理解を深めるよう努め

ているが、地域全体までは至っていない。

Ｂ 

【福祉

事務

所】 

 

Ｂ 

【幼保

支援

課】 

 

Ｂ 

【生涯

学習

課】 

児童虐待に関する相談は依

然増加しているため、今後も、

児童委員・主任児童委員と連携

を強化していく必要がある。

【福祉事務所】 

 

就労により保護者が昼間留守

である児童を対象とした「放課

後児童クラブ事業」と、すべて

の子どもが利用でき地域との

交流により取り組みを推進す

る「放課後子ども教室事業」と

の連携、一体化により、児童の

放課後における健全育成事業

を進めていく。 

放課後児童健全育成事業であ

る放課後学童クラブ事業と放

課後子ども教室事業の拡充に

より、児童館の役割は縮小傾向
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

【生涯学習課】 にあると考える。児童館におい

ては、利用者の状況を見極め

て、指定管理者への移行、統

合・廃館及び耐震化も含めて検

討していく。【幼保支援課】 

 

社会や家庭の環境の変化に

より地域のつながりが弱くな

り、地域が子ども達に関わるこ

とが少なくなっている。また、

子ども達の生活環境も変わり

子ども会活動に参加する子ど

もも少なくなっている。しかし

ながら、青少年の健全育成には

家庭・学校・地域・関係機関・

関係団体が一体となって取り

組むことが必要であり、今後も

地域の子どもは地域で育てる

意識を高めていくことが必要

である。【生涯学習課】 

（４）教育環境

の整備と「食育」

の推進 

学校における食育推進の中心的役割を

果たす栄養教諭（学校栄養士）を７名配

置し、食育の実践に努めている。また、

「食育全体計画」を全小中学校に整備し、

給食の時間を核として、各学年・各教科・

領域における指導計画をもとに食に関す

る指導を行っている。さらに、家庭にも

食育への関心を高めてもらうため、「朝ご

はん」レシピ集を毎年発行し、全保護者

に配付している。 

Ａ 中学校給食の導入に向け、中

学校における食育を充実させ、

小学校からのスムースな連携

ができるよう、各学校における

「食育全体計画」の見直しを行

う。【学校教育課】 

（５）仕事と家

庭との両立の支

援 

毎年、市広報紙に男女共同参画シリー

ズ「ハーモニー」を掲載し、広く広報・

啓発に努めた。また、男女共同参画推進

講座（平成２３年度までは男女共同社会

づくり研修会）を開催し、子育てへの男

女共同参画の実現に向け、市民及び職員

に対する継続的な啓発を行った。 

平成２５年度は、市内事業所において

男女共同参画推進出前教室を実施した。 

Ｂ 男女共同参画に関する広報・啓

発活動の推進や講座の開催な

ど、今後も継続した取組が必要

である。【生涯学習課】 

（６）ひとり親

家庭への支援 

南国市母子・父子福祉手当、ひとり親

家庭医療費助成に加え、父子家庭へもＨ

２２年度より児童扶養手当、Ｈ２５年度

より自立支援教育訓練給付金事業・高等

職業訓練推進給付金事業の実施が拡大さ

れ母子家庭と同様、所得状況や就業状況

などの困難を抱える父子家庭に対して

も、自立の促進を図られる支援が拡大さ

れた。 

Ｂ ひとり親をとりまく就業状態

においては、かなり厳しい社会

状況となっている。その中で、

就業支援として参加しやすい

就職移動相談等の開催数の増

加、専門資格や技能取得制度に

ついての情報提供の拡大も行

っていかなければならない。

【福祉事務所】 
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（７）児童福祉

施設の安全対策

の推進 

児童生徒の登下校における安心・安全

を守るために、「学校安全パトロール」ス

クールガードリーダーを設置し、地域の

巡視にあたっている。また、防犯カメラ

の設置を平成２５年から３か年で小学校

に設置する計画である。 

さらには、高知県教育委員会学校安全

対策課や南国市少年育成センターと連携

をし、不審者情報を学校や保護者にメー

ル配信システム等を使って配信するよう

な取組を行っている。 

Ａ 不審者対応や登下校の安心

安全は絶対ということがない

ため、地域で子どもたちを見守

る風土を醸成していく必要が

ある。【学校教育課】 
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４．高齢者福祉の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）介護保険

サービスの充実 

介護療養型医療施設の廃止分や待機者
対策、及び認知症対策として、特別養護
老人ホーム８０床と認知症対応型共同生
活介護事業所（２ユニット）の整備を図
った。特別養護老人ホームについては新
規（６０床）が、平成２８年１月開設予
定であり、南国市高齢者福祉計画及び介
護保険事業計画第５期中での開設となら
なかった。認知症対応型共同生活介護事
業所については、第５期中に開設される
見込みである。 

Ｂ 介護が必要になっても、高齢

者が安心して地域で暮らして

いくことができるように、在宅

で受けることができる多様な

サービスを整備していくこと

が重要である。また、高齢者の

生活を支援していく軽度なサ

ービスの充実にも取り組んで

いく。【長寿支援課】 

（２）地域包括

支援の推進 

計画に記した各種事業を実施してきた

が、中山間高齢者等に対する移送サービ

スについては、実現できていない。 

また、保健福祉医療の専門職の連携に

ついては、平成２３年度から地域ケア会

議に取り組み、要支援者が介護が必要に

ならないような介護予防のための取り組

みを進めてきた。 

Ｂ これからの超高齢者社会へ
対応していくために、平成２７
年度からの第６期介護保険事
業から、高齢者が地域で安心し
て暮らしていけるための体制
づくり（地域包括ケアシステム
の構築）を推進していく。その
中では、医療介護の連携、高齢
者を支えるための地域の支援
を構築していくとともに、認知
症施策への取り組みを進めて
いく。そのために、地域で高齢
者を支える拠点としての地域
包括支援センターの強化を図
っていく。【長寿支援課】 

（３）高齢者福

祉サービスのネ

ットワーク体制

の確立 

高齢者への虐待や生活が困難な高齢者

への対応については、地域包括支援セン

ターを主体に高齢者の権利擁護のために

取り組み、解決を図ってきた。事例によ

っては、時間を要するものもあるが、専

門家で構成している虐待ネットワーク委

員会から意見を聞きながら、粘り強く対

応をしていく。 

Ｂ 介護支援専門員間でのケア
マネ連絡会や在宅介護支援セ
ンターとの定例会を通し、情報
の共有などを図っており、事業
者間での連携はとれているが、
これから迎える超高齢化社会
では、さらに事業者との連携が
必要であるとともに、地域の団
体などとの連携も深めていく
ための仕組みづくりが必要で
ある。【長寿支援課】 

（４）介護予防

事業及び高齢者

のいきがい対策

の推進 

市内各地で展開しているいきいき活動

への取り組みの他にも、サロン事業の実

施、高齢者の筋力維持のための体操や器

具を使用しての予防事業を実施してい

る。一方で老人クラブへの参加者は減少

している。 

Ｂ いきいき活動やサロン事業
などの高齢者が参加できる活
動への支援はさらに広げてい
くとともに、ボランティア活動
へのさらなる参加を呼びかけ
ることにより、生きがいづくり
につなげていく。一方で参加す
る高齢者には女性が多く、男性
が積極的に参加できるような
取り組みも進めていく。【長寿
支援課】 
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５．障害者福祉の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）障害福祉

計画の策定 

３計画年度（平成１８～２０、平成２

１～２３、平成２４～２６）にわたり計

画作成できている。アンケート調査や、

障害者自立支援協議会の意見を反映し作

成できた。国の障害者施策が次々変更さ

れている中で、その変化に応じた計画に

なっている。 

Ａ アンケート調査および障害者

自立支援協議会の意見を聴収

しながら計画作成しているが、

障害者本人の声をより計画に

反映できるような取組が必要。

【福祉事務所】 

（ ２ ） 啓 発 広

報・ふれあい交

流活動の推進 

社会福祉協議会の協力も得ながら、毎

年障害者卓球大会（おながどりカップ）

を開催した。南国市内外の障害者（身体・

知的・精神）が卓球を通じて交流した。

また、誰でもできるスポーツ（ニュース

ポーツ）も取り入れることで、大会規模

の拡大をおこなった。 

社会福祉協議会主催のボランティアデ

イに委員として参加することで、計画段

階から意見の収集・発言ができた。 

市広報では人権啓発シリーズで障害者

特集を行い、また障害者基本計画策定時

のアンケート結果を掲載した。 

Ｃ 障害者と障害のない人との交

流の機会の提供は十分にはで

きていない。市民間レベルでの

対応となっている。 

市のＨＰを利用し広く案内す

ることも可能であった。【福祉

事務所】 

（３）在宅サー

ビスと自立生活

への支援の充実 

在宅生活を送っている障害者への身体

介護・家事援助といった障害福祉サービ

スの提供は民間サービス提供事業所を活

用しほぼできている。就労系の福祉サー

ビスは支給決定については問題なくでき

ている。一般就労については、まだまだ

市の取り組みおよび社会の取り組みとも

に不十分である。 

あったかパーキング制度の認知がひろ

がり公共施設や大型商店での障害者・高

齢者優先駐車場の普及・啓発ができてい

る。障害者に配慮した配置等が広がりつ

つある。 

Ｃ 障害者が働き続ける環境であ

ったり社会の意識については

まだまだ環境整備が必要。【福

祉事務所】 

（４）障害児の

保育・教育の充

実 

保健センター主催の１才６ヶ月健診、

３才児健診で発達の遅れを疑うケース

や、保育所・学校での発達の遅れを感じ

たケースが福祉事務所につながり、特別

児童扶養手当の認定、手帳の認定へとつ

ながっていく。保育所での加配の配置や

特別支援学級・特別支援学校といった対

応となっていく。 

Ｂ 発達の遅れや障害児の早期発

見は十分できていると思われ

る。ただ早期発見した児童を早

期療育する社会資源は近隣市

町村を含めて不足している。 

また、加配の先生や特別支援学

級・特別支援学校の先生、福祉

サービスの指導者への発達障

害に対するノウハウや情報共

有の仕組みが十分確立できて

いない。【福祉事務所】 
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６．社会保障等の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）国民健康

保険税の収納率

の向上 

保険税については、未申告者に申告指

導を行い、資料に基づく適正な課税を行

っている。 

国保資格の適用については、得喪届け

の勧奨により、資格取得日・喪失日に遡

及して適用している。 

滞納者対策としては、財産調査に基づ

き差押をしている。件数は、年間３００

件を超え、滞納税の収納率は向上してい

る。 

Ｂ 引き続き、保険税の適正な賦

課、国保資格の適正な適用を行

っていく。 

税の公平性の観点から、滞納税

については差押等の滞納処分

を引き続き行う。また、現年度

の収納率向上のため、平成２７

年度からコンビニ納付を開始

する。【市民課】 

（２）医療費の

適正化 

レセプト点検については、資格・内容

とも国保連合会のシステム等を活用し、

全レセプトの点検を行っている。 

重複受診者等については、保健福祉セ

ンターの保健師と連携を取り、訪問指導

を行っている。 

健康づくり等については、特定健診・

特定保健指導を実施し、また、メタボ予

防運動教室などの事業を行っている。 

Ｂ レセプト点検、重複受診者等の

訪問指導については、引き続

き、充実させていくよう取り組

みを行っていく。 

健康づくり等については、特定

健診・特定保健指導の実施率の

向上、レセプトデータ・健診デ

ータを活用した疾病予防等の

保健事業に取り組んでいく。

【市民課】 

（３）国民年金

保険料の納付督

励 

保険料の免除制度の周知を図ることに

ついては、市広報誌により毎年、年数回

記事を掲載し周知に努めている。また、

国民年金の資格取得時においては、通常

の納付方法に加え口座振替や納付書を利

用した前納制度の活用についても周知を

行っている。 

Ａ 市広報誌による周知のほかに、

毎年成人式においてもパンフ

レット配布などの広報活動を

行っている。新成人はこれから

年金制度に関わる人が大部分

であり、興味を持ってもらい制

度への理解を深めてもらえる

よう今後も広報活動に取り組

む。【市民課】 

（４）低所得者

への支援 

低所得者への支援のため、相談体制の

充実や就労促進のため効果的な支援がで

きるよう体制づくりに取り組んでいる。

また、生活保護制度については、他方他

施策の利用や援助を求めながら適切な運

営を行っています。 

Ｂ 低所得者が自立し、健康で文

化的な暮らしができるよう、関

係機関や民生委員と連携して、

今後も相談・支援体制の充実を

図る。また、生活保護制度等の

適切な運営に努めて、生活困窮

者の支援を続けていく。【福祉

事務所】 
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４．第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流

のまちづくり」 

１．生涯学習体制の充実と活動の推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）生涯学習

推進体制の整備

充実 

生涯学習推進組織の整備充実や指針の
策定などについては、社会教育委員会に
おける定期的な会合を持つことにより、
生涯学習推進員体制の確立については社
会教育指導員の設置及び増員により、整
備充実を図っている。 
自主学習グループ、サークル等に対す

る支援については、ホームページに掲載
し、市民配布用一覧表を作成するなどの
支援を行った。 

Ｂ 人材バンク登録制度の確立に

ついて検討を行うとの目標に

ついて、検討は行ったが、どの

ように人材を把握していくか

について効果的・効率的な方法

が見いだせず、確立ができてい

ない。人材の把握の方法が今後

の課題となる。【生涯学習課】 

（２）生涯学習

に関する情報管

理・提供体制の

充実 

生涯学習専門情報誌の発行について

は、検討を行った。生涯学習関連施設の

情報ネットワーク化については、拠点施

設にインターネット回線を引き、ネット

ワーク化を図った。最新の催し物情報を

インターネットを通じて市民に情報提供

するシステムについては、広報を南国市

ホームページより閲覧できるようにする

ことより利便性の向上を図った。 

Ｄ 生涯学習専門情報誌の発行
について、検討は行ったもの
の、専門情報の取捨選択が困難
であり、実現は困難である。 
また、施設のネットワーク化

について、システム確立の検討
を行ったものの、煩雑・複雑で
あり、職員のみならず使用団体
代表など市民にも負担の大き
いものとなったため、市の催し
物情報や空き室情報に反映出
来ず、実現に至っていない。簡
易な方法で利便性の向上が図
られないかが課題である。【生
涯学習課】 

（３）生涯学習

機会の拡充と学

習活動の促進支

援の強化 

市民ニーズに即した学習活動の一環と
して、公民館において特別配分事業を委
託し、新規の公民館講座への取り組みを
促した。また、生涯学習活動成果の発表
の場として、公民館の文化祭などの拡充
を図った。 
農業高校や東工業高校の学校開放講座

の実施や拡充、高知大学、高知高専と連
携をしてレベルの高い専門的教養講座の
開催、充実を行った。 

Ａ 地域住民の学習ニーズについ

ては、生涯学習拠点施設（公民

館など）を定期的に利用する市

民のニーズは把握しやすいが、

利用しない市民のニーズの有

効な把握方法が確立されてお

らず、効果的な学習活動の展開

についての課題となっている。

【生涯学習課】 

（４）生涯学習

推進のための諸

施設の整備充実 

図書館の図書・資料充実はもちろん、
閲覧相談業務や他図書館との連携の充実
も図っている。お話会なども開催し、子
どもの読書週間づくり、居場所づくりの
充実を図った。 
公民館等の既存の核施設については、

防災面の強化もふまえながら老朽施設・
設備の改修等を計画的に実施し、毎年１
館建て替えを行っている。 

Ａ 図書館や公民館、体育施設な

ど、生涯学習に関する施設は多

岐にわたり、利用しやすい管理

運営体制の確立が課題である。

【生涯学習課】 
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２．学校教育の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）教育県都

としての教育の

資質向上 

学校経営マネジメントや授業改善等に

おいて、高知大学教育学部ならびに県外

の大学の専門的な先生方を積極的に招聘

しながら各校の課題改善に向けた連携に

努めてきた。特に、国・県の指定事業に

おける指導・助言については、関係大学

との連携を推進してきた。また、将来教

員を目指す学生を対象に、高知大学教育

学部とは「応用実習」という事業名で、

また高知工科大学とは「学生派遣事業」

という事業名で、学校現場での実習を受

け入れるなど、学生を介した連携も行っ

ている。 

Ｂ 学校教育の充実を図るうえで

専門的な知識を有する大学と

の連携は不可欠である。 

今後も県内の大学はもとより、

県外の関係大学とも積極的に

連携を深めながら、学校教育の

充実に努めていきたい。【学校

教育課】 

（２）食教育の

推進と充実 

食育フォーラムについては、学校教育

における食育の推進のための広報として

平成１２年度から開催してきたが、「食育

のまち」としての認知度が一定得られた

としてフォーラムの開催については平成

２１年度を持って終了した。全市的な食

育の推進については、所管が保健福祉セ

ンターとなり、各種事業を展開している。

学校教育の食育の推進については、これ

まで同様、継続して学校教育の重点内容

に位置づけており、現在は、学校給食を

中心とした子どもたちの「食の自立」を

目指した取組みを進めているところであ

る。この間、健康増進や体力・学力の相

関関係等における科学的検証にも努めて

きたが、現時点では相関関係を立証でき

るデータ等は得られていない。 

Ｂ 本市の教育課育改革の目玉

として平成９年度から学校給

食を中心とした取り組んでき

た食育は、全国的にも知られ、

当時は県内外からの行政視察

等も後を絶たない状況であっ

た。現在視察等は減少してきた

が、食育のまちとして学校教育

における食育の果たす役割は

大きい言える。 

今後は、小学校における食育

の充実により一層努めるとと

もに、現在進めている中学校給

食の実施に向けた取組みの中

で、学校給食を中心とした小中

学校における食育の取組みを

充実していきたい。【学校教育

課】 

（３）施設設備

の充実 

耐震性のない施設については、平成２

３年度までに校舎の耐震補強工事及び屋

内運動場の増改築を完了。現在、鳶ヶ池

中学校屋内運動場（平成７年大改造及び

平成８年増築）の耐震診断を行っている。 

大規模校の校舎増改築及び中学校２校

に武道場を建設し、学校施設整備の充実

を図った。 

津波浸水区域の２校について、屋上へ

の外付け避難階段を設置した。 

Ｂ 鳶ヶ池中学校屋内運動場の

耐震診断に基づく耐震補強工

事を完了し、全小中学校の非構

造部材の耐震化工事を進める。 

学校施設の老朽化対策に早

急に取り組み、安心安全な学校

施設の充実を図る。 

防災面からもプール及び屋

内運動場の改修を計画的に進

める。【学校教育課】 

（４）開かれた

学校づくりの一

層の推進 

「学校評価」の実施により、「開かれた

学校づくり推進委員会」の活動が学校評

価に位置付けられ、より具体的な学校経

営に地域、保護者、児童生徒の参加が図

Ｂ 地域の方の多彩な力を学校

教育に取り入れ、より充実した

教育活動を実施できるよう、南

国市の人材バンク等を整備し
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

られてきている。 

また、「学校地域支援本部事業」を立ち

上げ、地域の方と一緒に「朝のラジオ体

操」を行ったり、「読書活動」を行ったり

する等、地域と一体となった活動も実施

している。 

さらに、高知県が設定している「志・

とさ学びの日」の前後に、「南国市学びの

期間」を設定し、学校・家庭・地域が一

緒に学習する機会を設けている。 

ていく必要がある。【学校教育

課】 

（５）生きる力

を育む創意ある

教 育 課 程 の 編

成・実施・評価 

特別教育支援員、図書支援員、ＩＣＴ

支援員、外国語活動支援員を配置すると

ともに、学習サポーター、外部講師を派

遣し問題解決型の授業改善を推進すると

ともに、国際化社会、情報化社会に対応

しうる人材の育成を図っている。 

教育計画及び学校経営計画の作成及び

学校評価の取り組みを通して、教育課程

の評価と公表を行っている。 

Ｂ 地域の方の多彩な力を学校

教育に取り入れ、より充実した

教育活動を実施できるよう、南

国市の人材バンク等を整備し

ていく必要がある。【学校教育

課】 

（６）児童生徒

の安全確保と安

全教育の推進 

各小中学校で、自然災害や事件・事故

が起きた場合の危機管理マニュアルを作

成し、児童生徒の安全確保に努めている。

また、事故防止や不審者対応のため、遊

具や通学路の安全点検や防犯研修を毎年

行っている。さらには、ＡＥＤ使用講習

や食物アレルギー対応研修も開催し、安

全な学校づくりに努めてきた。 

児童生徒に対しても、火災や自然災害

などに対応できるように避難訓練を行っ

たり、不審者に遭遇したときの対応につ

いて実習したりして、自分の安全は自分

で守る教育を図ってきた。 

Ｂ 食物アレルギー対応や不審者

対応など、児童生徒を取り巻く

環境に課題が多様化している

現実がある。研修やマニュアル

を徹底して終わりではなく、社

会情勢に高いアンテナを張り、

繰り返し研修をおこなってい

く必要がある。【学校教育課】 

（７）児童生徒

の健全育成と特

別支援教育体制

の整備充実 

スクールカウンセラーを小中学校１５

校に配置し、児童生徒の悩みや不安を受

け止められるように努めた。また、スク

ールソーシャルワーカーおよび不登校支

援員を配置して、不登校の未然防止・解

決に努めた。 

特別支援教育については、就学指導委

員会を充実させ、適切な就学の指導のみ

ならず入学後の支援の仕方につても検討

してきた。また、自閉症やＡＤＨＤ等発

達障害に対しても特別支援教育支援員を

配置し、支援体制の整備に努めた。 

Ａ 不登校になる原因は、家庭環境

や発達障害など様々な要因が

複数ある場合が多いので、専門

的な識見を有する方のアドバ

イスが必要になってくる。ま

た、いじめ等の問題行動につい

ては、アンケートの実施など未

然防止に努めて行く必要があ

る。 

特別な支援が必要な児童生徒

の数は年々増加しているので、

支援員の配置とともに、ユニバ

ーサル・デザインを基にした誰

でもわかる授業づくりを進め

ていく必要がある。 
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（ ８ ） 学 校 教

育・幼児教育の

充実 

子育て支援推進事業、保育の一日体験

の実施等家庭の教育力に取り組んでい

る。 

また、保幼小中連携学力向上推進プラ

ン及び保幼小連携プログラムの実施を通

して、保幼小の連携及び小中連携した教

育内容の充実を図っている。 

Ｂ 保幼小中連携プラン及び保

幼小連携プログラムの効果的

な実施を行い、確実に学力向上

につなげていく。【学校教育課】 

（９）高等学校

教育等の充実 

市内在所の高知農業高等学校、高知東

工業高等学校、岡豊高等学校、高知工業

高等専門学校とは、中高連携事業による

生徒間交流等連携を行っている。特に中

学校を中心に、中学校側からの高等学校

への情報発信を積極的に行うとともに、

逆に高等学校側からはそれぞれの高等学

校の持つ教育実践の提供を受けるなど、

お互いに教育実践を交換しながら教育内

容の充実を図っている。 

Ｂ 今後も中学校側からの高等学

校への情報発信を積極的に行

いながら、お互いの教育実践に

学び合いながら教育内容の充

実を図っていきたい。【学校教

育課】 
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３．芸術・文化活動の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）活動拠点

施設の整備と全

市的な芸術文化

活動の推進 

文化ホール機能を有する拠点施設につ

いて、市文化協会等からの強い要望があ

るものの平成２５年度末時点では具体的

な検討まで至っていない。 

南国市文化協会の活動については、南

国市文化祭の開催に際して支援を行って

いる。 

Ｄ 全市的な芸術文化活動を推

進するためには、その拠点とな

るべき文化施設が必要だが、具

体的な検討まで至っていない。

文化活動拠点施設の整備は、早

期に検討が必要な課題となっ

ている。【生涯学習課】 

（２）芸術文化

団体の育成と指

導者の確保 

南国市文化協会に対しては、文化祭開

催経費を一部補助している。その活動に

対しては、個々の構成団体の自主性に任

せており、育成事業を行うまでには至っ

ていない。 

Ｄ 芸術文化行政に対する南国

市の体制は周辺自治体と比較

しても十分でなく、担当事務職

１名体制では限界がある。次期

計画では体制も含めこの分野

をどう位置づけるのかが課題

である。【生涯学習課】 

（３）広報活動

の強化 

公的な事業の告知は市広報、ＨＰ等に

て行っている。 

Ｃ 新聞等マスメディアを含め、

広報活動の強化について検討

を行う。【生涯学習課】 
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４．スポーツ・レクリエーション活動の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

(１)生涯スポー

ツの推進とスポ

ーツ交流事業の

推進 

スポーツ推進委員連絡協議会や体育協

会、総合型地域スポーツクラブまほろば

クラブ南国(平成２１年度から活動)と協

働し、老若男女を問わず市民の誰もが、

いつでも、どこでも気軽にスポーツを楽

しむことができる事業の取り組みは一定

進んでいる。 

Ｂ 運動が苦手な方でも気軽に参

加でき、楽しむことができるよ

うなレクリエーション的要素

を盛り込んだ事業の実施につ

いて検討を行う。【生涯学習課】 

(２)スポーツ・

レクリエーショ

ン団体・指導者

の育成と奨励体

制の確立 

平成２１年度より総合型地域スポーツ

クラブまほろばクラブ南国が設立され、

スポーツ推進委員連絡協議会等と連携し

ながら生涯スポーツの普及活動を行って

はいるものの、市内各地域でスポーツ推

進委員以外での地域スポーツリーダー等

の育成・確保は人材不足(なり手不足)等

もあり、思うような取り組みができてい

ない。奨励体制については毎年３月に南

国市体育協会が表彰を行っており、該当

者があれば対応するようにしている。 

Ｂ スポーツ推進委員以外の地域

スポーツリーダーの発掘と育

成について検討を行う。【生涯

学習課】 

(３)情報提供体

制等の充実 

市広報や主要箇所へのパンフレット、

チラシ配布、市のホームページを使いＰ

Ｒに努めている。 

Ｂ スポーツ施設のインターネッ

ト予約について、今後検討を行

う。【生涯学習課】 

(４)スポーツ・

レクリエーショ

ン施設の整備充

実及び管理体制

の拡充 

既存のスポーツ・レクリエーション施

設及び学校体育施設の開放により、老若

男女を問わず市民の誰もが、いつでも、

どこでも気軽にスポーツを楽しむことが

できる環境づくりはできている。                                                          

南国市立スポーツ施設条例第３条第２

項に定める指定管理施設(南国市立スポ

ーツセンター他)については指定管理者

を特定非営利活動法人まほろばクラブ南

国とし、管理運営にあたっている。 

Ｂ どの施設も建設から１５年以

上経過し、老朽化等で修繕が必

要な箇所が常に出てきており、

利用者に迷惑がかかることの

ないような維持・補修が必要で

ある。【生涯学習課】 



Ⅲ．「主要な施策」ごとの達成状況・達成度・課題等 ４．第４章 こころ豊かにふれあう「文化交流のまちづくり」 

５．文化財の保護・継承 

73 

５．文化財の保護・継承 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）文化遺産

の保護・保存と

活用の推進 

開発対応のための発掘調査や、民俗調

査、オナガドリの保護増殖など、指定文

化財を中心に多様な保護事業を実施して

いるが、個別に見ると十分な取組ができ

ておらず、効果の範囲は一部にとどまっ

ている。また、事業実施によって様々な

成果が得られるが、それを展示・発表す

る場が限られており、市民へのフィード

バックがほとんどできていない。 

Ｃ 近年の開発事業の増加に伴う

発掘調査に対応できる体制が

整っておらず、総合的な文化財

保護を行うことができていな

いため、専門職員の増員が必要

である。 

また、前浜掩体公園の整備や、

史跡岡豊城跡の追加指定に向

けた取り組みを進めているが、

それらの活用が少なく、地元等

との連携が必要である。【生涯

学習課】 

（２）郷土の歴

史と生活文化に

親しむ活動の推

進 

文化財講座や発掘調査現地説明会、史

跡公園整備等を通して少しずつ地域住民

の文化財理解が深まりつつあるが、効果

の範囲は一部にとどまっている。文化財

の分野は、歴史、民俗、天然記念物、建

造物、埋蔵文化財等と多岐にわたってお

り、それらすべてを活用し、歴史文化を

身近に感じる活動や、未来の子ども達に

継承するための文化財保護を進めていく

必要がある。 

Ｃ 前浜掩体公園の整備などのハ

ード面や、文化財講座などのソ

フト面での取り組みを進めて

いるが、部分的な効果しか得る

ことができず、地元住民を巻き

込んだ活動へ発展させること

が必要である。【生涯学習課】 
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６. 国際交流・地域間交流活動の推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）国際交流

の推進 

南国市国際交流協会が中心となって外

国語教室や日本語教室、その他イベント

を開催して市民と外国人の交流を深めて

いる。自治総合センターの助成金を利用

して災害対策の研修会を行ったり、市役

所窓口等で配布する生活ガイドを作成す

る等、外国人が生活しやすい地域環境の

整備に努めた。また、経済的負担の大き

い私費留学生に対して奨学支援金を支給

し、勉学に対する支援を行った。 

Ｂ 市内に在住する外国人がより

生活しやすくするため、窓口で

の対応に加え、市のホームペー

ジ等の充実を図る必要がある。

また、外国との地域間交流を深

めるため海外の自治体の研修

員を受け入れるなどの活動の

検討が必要である。【企画課】 

（２）地域間交

流の充実 

南国市姉妹都市親善協会が主となり、

姉妹都市である宮城県岩沼市と文化交流

やスポーツ交流を通して相互訪問を行っ

てきた。また、東日本大震災発生後には

職員の派遣や災害時相互応援協定の締結

を行うなど、より深い友好親善の推進に

努めた。 

Ａ より市民レベルでの文化交流

やスポーツ交流が行えるよう

に、両市のイベントの周知を図

るなど活発な市民交流を促進

していく必要がある。【企画課】 
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５．第５章 活力あふれる「産業拠点のまち

づくり」 

１．農林水産業の振興 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）農業の振

興 

①生鮮食料供給基地構築を目指すこと

になっているがこの文言はあまり使用さ

れておらず、市民にも浸透していない。

農産物の販路は、系統出荷だけでなく新

規の顧客開拓、直販所等の多様な販路拡

大を図り、環境に配慮したＩＰＭ、ＧＡ

Ｐシステム等による農産物のブランド化

を図ることにより、付加価値を付けるこ

とができた。 

②認定農業者、新規就農者の確保に向

け、人・農地プランを市内全域を網羅す

る形で作成したが、高齢化、担い手不足

の速度に追いついてないのが現状であ

る。 

③中山間地域の農用地区域９９．４ｈ

ａで、中山間地域直接支払制度に取り組

むことにより集落の農地の維持がを図れ

ている。また、道の駅南国を拠点として

農村と都市部住民の交流を図っている。 

④平成１９年から始まった「農地・水

保全管理支払」を市内農用地区域１，１

１７ｈａで行うことにより、良好な環境

保全と、地域ぐるみの効果の高い共同活

動が行われている。 

⑤耕畜連携により、ＷＣＳの推進と共

に国庫補助を活用しての堆肥舎整備によ

り、循環型農業の構築を図った。 

Ｂ 政権交代等による農政の変

換、展開が目まぐるしく行われ

るなかでも、南国市としての農

政の基本的な構想に大きな変

更は必要ないと思われる。 

ただし、経営安定対策制度

や、日本直接支払制度が予算措

置から法制化されるなど、大き

く農政の方向性が定められれ

ば、それに沿った取り組み方針

を示さなければならない。 

深刻な高齢化、担い手不足に

より優良農地が耕作放棄等で

荒廃しないよう、そして、農業

でも他産業並みの収入が得ら

れる経営形態の確立を進める

必要がある。【農林水産課】 

（２）農業異業

種連携等による

新しい農業関連

事業の創出 

①産学官連携体制の強化は、高知高専

や高知大学農学部の専任教授等の専門部

門の意見として貴重な提言を受け事業の

推進に大いに活かせた。健康づくり産業

の創出などの多様な農業関連事業の創造

についても、企業からの機器の提供、法

人の積極的な試験栽培等により、新たな

栽培技術の確立に向けて実証試験の実施

中である。 

②道の駅南国、引き続き㈱南国スタイ

ルに業務委託の形で、３ＪＡの直販所の

農産物を学校給食の食材として供給する

システムを構築している。ただし、経営

的には相当厳しく、企業として独立採算

Ｂ ６次産業化による所得向上

と地域活性化をめざして、地域

づくり推進補助金等を利用し

ての新商品・特産品の加工に集

落で臨み、効果を上げている組

織はあるものの、高齢化と後継

者不足という課題は解消でき

ていない。 

学校給食への食材供給は、本

来の生産者の所得向上という

目的とは外れるため難しいが、

調理現場の理解を得て規格外

品の納入が可能になれば経営

収支の安定化が図れるため、互
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

できるレベルには至っていない。また、

農家レストランは現在好評を得て活動し

ているが、今後の展望については不透明

な面がある。 

③異業種からの参入実績は少なく、経

営状況も芳しくない。新規就農者の支援

については、国庫補助金や、県単補助金

を活用して受け入れ態勢の整備に努めて

いる。 

いの意見交換を充実させてス

ムーズな食材供給システムを

構築する必要がある。【農林水

産課】 

（３）林業の振

興 

①近年、材価の低迷により、伐期の到

来した森林の整備が課題となっている

が、本市では、林齢や施業種に応じた各

種補助事業の推進により、適正な森林整

備に向けて取り組んでいる。中でも黒滝、

中ノ川地区では県の「森の工場」の認定

を受け、施業の集約化や効率的な作業道

の整備により低コスト化を図り、利用間

伐による木材の供給量の確保とともに、

森林の公益的機能の向上にも積極的に取

り組んでいる。 

②平成１８年より(株)トヨタ車体と３

年間のパートナーズ協定を締結し、南国

市有林を協定森林として「協働の森づく

り事業」による森林整備を実施した。ま

た、香美市北滝本にある鳶ヶ池中学校学

校林においては、下刈りなどの施業体験

による生徒の宿泊研修を恒例の学校行事

として行っている。 

Ｂ 平成２５年度に高知おおと

よ製材が稼働し、県下でも平成

２７年度からの本格稼働を見

据え、さまざまな木材の増産体

制が図られている。本市におい

ても、県、森林組合と連携し、

各種補助事業の活用によって、

間伐等施業の集約化、作業道等

の整備、高性能林業機械の整備

等の推進による低コスト化を

図り、木材生産体制の整備を目

指していく。また、搬出間伐に

おける収益性の向上を目指す

ことによって、効率的な森林経

営が可能となることによって

適正な森林整備が図られ、結果

的に土砂災害の防止、水源のか

ん養等の森林の公益的機能の

向上にもつながると考えてい

る。【農林水産課】 

（４）漁業の振

興 

①漁船大型化への支援はできなかった

が、省資源・省力化・鮮度保持のための

高知新港に荷揚げ施設・ホイストクレー

ンを整備した。 

また、鮮度保持、販路拡大、魚価安定

を目的に製氷施設の試験設置を行い、効

果が確認できたため国庫補助事業による

製氷施設を整備し漁業振興を図ることと

している。 

②漁業協同組合の経営基盤を強化し、

経営の健全化を図るための合併は、前浜、

久枝漁協が香南漁協を経て高知県漁協に

統一されたが、十市、浜改田は単独漁協

として活動しており、合併については今

後も不透明な状況である。 

Ｂ 高知新港を拠点にしたシラ

ス漁の今後の継続、維持のため

には、荷揚げ施設、鮮度保持施

設は大きな効果を発揮するの

で、国庫補助事業を活用して整

備すると共に有効活用が図れ

るよう、研究機関との鮮度試

験、市場調査による販路開拓を

進めていく。【農林水産課】 
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２．工業の振興 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）既存企業

の支援の強化 

高知県工業会南国部会は、再編され工

業会内へ吸収されたが、県外企業への受

注拡大を図るため、工業会内の受注拡大

委員会や（財）高知県産業振興センター

などと連携・支援し、年数回の商談会等

を行ってきた。また、南国市地域雇用創

出推進協議会と連携し、経営強化セミナ

ーや求職者向けの合同会社説明会などを

開催し、人材の育成・確保を支援してき

た。 

Ｂ 工業（製造業）の振興は、本市

単独では、限界があり、県全体

あげて取り組む必要がある。そ

のため、高知県産業振興計画の

取り組み（「ものづくりの地産

地消」の促進など）とより密に

連携して、促進していく必要が

ある。また、市としても、その

時の経済環境にあった支援を

模索する必要があり、常に企業

等を訪問するなどし、企業の課

題や景況等を把握するように

していかなければならない。

【商工観光課】 

（２）産学連携

の推進と事業開

発拠点の整備検

討 

大学・高専などと連携のための協議を

進めており、個々には、高知大学と日本

トリム・南国スタイル、西島園芸団地と

の産学連携が開始されている。具体的な

事業展開や産学連携システムはまだ未整

備である。 

また、産学連携研究開発拠点の整備に

ついては、高知大学周辺への新たな工業

団地開発を計画しており、その中での検

討が必要となっている。 

Ｄ 産学連携及び産学連携研究開

発拠点の整備については、市単

独では、「産学の情報が乏しい」

ことが課題である。そのため、

県が主宰する「産学官連携会

議」に参画し、県内の産学官連

携に関する情報を共有し、関連

事業の相互連携とレベルアッ

プを図ることから始める必要

がある。【商工観光課】 

（３）新規産業

の創造 

南国オフィスパーク、なんこく流通団

地、高知みなみ流通団地の３つの企業団

地は完売となった。また、新たに開発し

た高知岡豊工業団地も平成２２年に分譲

を開始したが、即完売となった。そして、

将来の産業振興を考え、さらに新たな工

業団地の開発を計画をしている。 

南国オフィスパークセンターの入居率

は平成２１年には５０％程度に落ち込ん

だが、（景況回復もあるが、）営業強化の

支援を行うことで、徐々に回復し、平成

２５年度には、９０％超える入居率に戻

っている。 

Ａ 企業が本市へ立地する受け皿

（土地）がもうなくなってお

り、現在進めている空港周辺の

新たな企業団地の開発を早期

に完成させる必要がある。ま

た、民間開発の計画も多くなっ

てきており、周辺住民・環境と

融合した、秩序のとれた開発が

求められている。【商工観光課】 
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３．商業の振興 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）中心商店

街の再生整備の

促進 

商業的な振興の前に、まず「賑わい」

を創るために、後免町商店街の空き店舗

を活用し、「ごめんシャモ研究会事務所」、

コミュニティセンター「ごめん・よって

こ広場」を開設し、平成２１年度より「軽

トラ市」の開催や「アンパンマン等７体」

の建立と、それを利用したドレスアッ

プ・キャンドルナイトなどの集客イベン

ト活動を行ってきた。 

Ｄ 都市計画道路の整備、後免防災

コミュニティセンターの建設

など点としての整備が進む中

で、継続的な中心商店街の「賑

わい」を具体的に、どのように

実現していくが、根本的な方向

性を確立する必要がある。【商

工観光課】 

（２）経営の近

代化の推進 

厚生労働省を受託事業とした南国市地

域雇用創出推進協議会と連携し、経営強

化セミナーなどを開催し、後継者対策と

意識向上、時代にあった経営感覚を持つ

経営者の育成をめざし開催した。共通商

品券（エコエコ商品券、５％のプレミア）

発行事業を継続して行っている。 

Ｃ 後継者不足は進行し、県外大

手資本の小売店、外食産業など

進出するなどし、個人商店は廃

業なども散見される。今後、大

型商業施設の進出にも影響さ

れない、消費者に対して訴求力

のある取り組みが求められて

いる。 

共通商品券（エコエコ商品

券）についても、スーパーなど

での利用が多い、プレミア５％

は一般的（消費税すらカバーで

きない）になり、新たな策が必

要となっている。【商工観光課】 
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４．観光の振興 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）観光振興

方針の確立 

南国市の観光につき現状分析を行い、

事業推進のための方策から具体的な振興

策の決定により、平成２２年度「南国市

観光基本計画」を策定。基本計画に基づ

き、観光協会の独立、法人化、観光ボラ

ンティアガイドの組織化を行うなど観光

推進機関の体制整備を行っている。また、

観光協会を中心とし、市民グループ・団

体との連携の中で、歴史資源を観光資源

として活用しようという動きが地域から

起こるなど一定取り組みは進んでいる反

面、滞在型のグリーンツーリズムや観光

リゾートの創造といった観光産業化に向

けた取り組みについては難しい面があ

る。 

Ｃ 観光に関する体制については

基本計画に基づいた個々の取

り組みは進んでいるが、自然資

源、歴史資源、農林水産資源を

活かした特色ある観光交流地

を作り上げていくには、より強

力なけん引役が必要となる。現

状ではそこまでには至ってい

ないし、外部からのけん引力を

誘致するなどの取り組みも必

要になる。【商工観光課】 

（２）観光推進

体制の確立強化 

①観光基本計画に基づき観光協会の独

立、法人化を実施。また、平成２３年度

には物部川エリア、２５年度には高知市

を含めた高知県中央地域において広域観

光推進のための組織を設立。観光 PR、観

光誘致などの活動を実施。 

②２３年度観光ボランティアガイド組

織である「南国市観光案内人の会」を組

織し、観光協会が窓口となり観光客の受

け入れ、スキルアップのための研修など

を実施している。 

③①の広域観光組織においては、２６

年度よりグリーンツーリズムによる観光

誘客に向けての検討を開始。今後中央広

域地域に適した観光客の受け入れについ

て議論をしていく。 

Ｂ ①観光協会の体制維持、強化に

ついては今後の状況が不透明

な部分があるため、観光協会と

して自立した運営ができるよ

う地力をつける必要がある。ま

た、広域観光の取組について

は、スタートして日が浅く、よ

り効果的な取り組みができる

よう検討を重ねる必要がある。 

②観光ボランティアガイドに

ついては、研修を重ねる等活動

は実施しているが、まだ利用状

況が低いため、より多くの観光

客に活用してもらうための広

報活動を行う必要がある。 

③グリーンツーリズムについ

ては受入側の体制整備が重要

になるため、今後中央広域地域

において実施が可能かどうか

慎重な判断が必要となる。【商

工観光課】 

（３）多様な観

光交流機能の開

発と強化 

①地域特性を活かしたイベントや特産

品の開発が行われ、当市の名物となりつ

つあるものもできてきた。今後、どのよ

うに展開していくか検討を加えながら市

としても支援をしていく。 

②移転、リニューアル等により各 JA

関連の直販所が充実を図っている。従来

からの地域の農作物をはじめ、加工品な

どに加え、カフェを併設し、地域のフル

ーツを使ったスウィーツの提供などを行

Ｃ ①南国市には潜在的観光資源

は多数あるものの、そのままで

は観光誘客につながりにくい

ものが多く、新しくできつつあ

る観光素材を含め、今後、どの

ように地域らしさを発信し、観

光の活性化につなげていくか

検討が必要である。 

②各ＪＡ共に施設・体制整備は

できている。今後、地域産品を
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

っているところもあり、地域の特産品化

を図っている。 

③平成２５年度より高知市、香美市、

香南市との連携により高知中央広域観光

協議会を組織し広域観光に向けた取り組

みを行っている。現在観光誘致活動、観

光展・物産展開催、プロモーションツー

ル作成、観光商品充実等の事業を実施し

ている。 

④スポーツ合宿施設、体験型農業施設

については、受け皿となる組織体制の整

備が不可欠であり今後の検討課題とな

る。既存の観光農園において体験メニュ

ーを実施したり、幅広い層を対象にした

フェアやイベントの開催、地域産品によ

る商品開発などを行っている。 

⑤近年、歴史関連イベント、地域の食

をテーマにしたイベント、またちいきの

特徴を活かしたイベントなどが新たに行

われるようになった。既存のイベントも

含め、一部ではあるが地域団体等の活動

が活発になってきている。 

どのように特産品として加工

し、地域内のみの流通ではな

く、域外へ発信していくかが重

要となる。 

③４市それぞれの地域特性が

あり、取り組みを行う際、調整

を行う必要がある。【商工観光

課】 

（４）案内標識

等の整備と市民

ホスピタリティ

ーの醸成 

高知東道路沿い、県道沿い（国府小附

近）に「紀氏邸跡」「古今集の庭」「比江

廃寺」への誘導看板、「黒滝」「才谷龍馬

公園」「道の駅」の地域案内・誘導看板を

設置を設置するなどし、徐々に案内標識

や説明板を整備してきた。また、地域の

歴史史跡を中心に案内できるガイド養成

研修等を開催し、研修受講者を中心に「南

国市観光案内人の会」を設立し、活動し

ている。 

Ｂ 看板については、今後も県等の

補助金を活用しながら、計画的

に整備していく。ただ、今後看

板は「多言語化」などが要求さ

れており、看板設置に少し大き

な予算が必要となってくる。 

「南国市観光案内人の会」に

おいて、活動していくなかで、

新たな人材育成・養成のため

に、計画的なガイド研修が必要

となっている。また、ガイドに

ついても、国府・岡豊などの北

部が主となっており、全市的に

広げる必要がある。【商工観光

課】 
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５．雇用対策と勤労者福祉の充実 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）雇用の安

定 

人材や後継者育成・養成を図るため、

２１～２３年、２５年～２７年（予定）

の間に厚生労働省から事業を受託し、南

国市地域雇用創出推進協議会により、職

業情報提供や創業・求職者向けのセミナ

ーや合同会社説明会などを行ってきた。 

※２１～２３年 セミナー参加企業８

６社、参加求職者９７６名、就職者８８

名（変更数値） 

※２５年 セミナー参加企業１６３

社、参加求職者１２７名、就職者４０名 

Ｂ 厚生労働省の事業のなかで、研

修や就職情報の提供などを南

国市地域雇用創出推進協議会

が担ってきたが、事業が平成２

７年で終了するため、今後市単

独で担う必要があり、関係機関

との情報共有・連携体制を強化

していく必要がある。【商工観

光課】 

（２）若年労働

者の地元就職対

策の推進 

若年労働者の地元就職・定住のために、

２１～２３年、２５年～２７年（予定）

の間に厚生労働省から事業を受託し、南

国市地域雇用創出推進協議会により、職

業情報提供や創業・求職者向けのセミナ

ーや合同会社説明会などを行ってきた。 

※２１～２３年 セミナー参加企業 

８６社、参加求職者９７６名、就職者８

８名（変更数値） 

※２５年 セミナー参加企業１６３

社、参加求職者１２７名、就職者４０名 

Ｂ （記入なし） 

【商工観光課】 

（３）福利厚生

の充実 

市内で働く中小企業者の勤労者の生活

安定と福祉の向上を目指して設立された

「（公益社団法人）高知県勤労者福祉サー

ビスセンター」（南国市は理事）と連携・

支援し、「在職中の生活安定」「健康の維

持増進」「老後の生活安定」「自己啓発及

び余暇活動の充実」を柱に取り組んでき

た。 

また、事業の充実のために平成２３年

には、「業務改善検討委員会」を設立させ、

そのなかで委員として参画・提言した。 

Ｂ 勤労者の福利厚生は、中小企業

や従業者・勤労者の団体である

（公）高知県勤労者福祉サービ

スなどの関係機関と連携して

取り組まないと市単独では達

成できない。しかし、（公）高

知県勤労者福祉サービスの財

政基盤は弱く、広域的な会員の

拡大や財政的な支援が必要と

なっている。【商工観光課】 

（４）男女共同

参画に伴う職場

環境の整備促進 

女性の就業促進につながるように、県

及び関係機関と連携し、職業能力のため

の学習会、研修会等（コンタクトセンタ

ー就職支援講座、パソコン研修、電話応

対講習等）の開催や情報提供を行った。 

男女共同参画職場環境の整備などにつ

いては、国（労働局）や県（雇用労働政

策課）などと連携し、啓発パンフレット

などの配布を行った。 

 

平成２２年度に「南国市男女共同参画

推進条例」を制定し、翌年度「南国市男

Ｃ 

【商工

観光

課】 

 

Ｃ 

【生涯

学習

課】 

男女協同参画に伴う職場環境

の整備、多様な就業形態に向け

た条件確保、職場内のセクシャ

ル・ハラスメント問題等につい

ては、市単独では限界があり、

国及び県、関係機関・部署そし

て企業とどう連携していくが

が課題となる。【商工観光課】 

 

男女共同参画に関する広報・啓

発活動の推進や講座の開催な

ど、今後も継続した取組が必要
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主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

女共同参画推進計画」を策定。同計画推

進のため、平成２５年度は、南国市内の

１事業所において各セクションの責任者

を主な対象とした出前講座を実施し、意

識啓発を行った。 

男女共同参画関連の研修会や講座にお

いて、セクシュアル・ハラスメントをテ

ーマの内容に含め周知・啓発に努めた。 

 

である。【生涯学習課】 
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６．第６章 計画推進のために 

１．行政運営改革の推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）定員管理

の適正化と組織

機構の見直し等 

南国市行政改革大綱（平成１６年５月

策定・平成１６年度から平成２１年度ま

で、平成２２年７月策定・平成２２年度

から平成２８年度まで）に基づく、行政

改革実施計画において、職員の定員適正

化計画を位置づけし、事務事業のスクラ

ップ・アンド・ビルドや民間活力の導入

などにより総定員の抑制に努めた。職員

数は、平成１８年４月１日時点の４７０

名から平成２６年４月１日時点はで４１

８人となり５２名（１１．１％）の削減

となった。組織機構については、制度改

正に伴う事務見直しや、事務の効率化の

観点から、状況に応じて組織の見直しを

行った。 

Ｂ 地方分権の流れから国、県から

の権限委譲が進んでいること

もあり、これ以上の職員数の削

減は厳しい状況にある。引き続

き、行政事務のアウトソーシン

グや指定管理者等の民間活力

の活用を進めていく必要があ

る。また、平成２７年１０月か

らマイナンバー（個人番号）の

利用が開始することから、これ

に伴う事務見直しへの対応が

必要である。【企画課】 

（２）行政評価

制度構築による

事務事業の見直

し 

事務事業実績・評価報告書において、

全ての予算事業について、上位計画であ

る総合計画での位置づけを明確にすると

ともに、事業の成果、事業の評価・今後

の方向性など、担当課による自己評価を

行い、報告書については、南国市ホーム

ページで公表している。 

Ｃ 現在の事務事業実績・評価は、

内部評価に留まっており、市役

所外部の視点による外部評価

が必要である。また、評価によ

る見直し・改善、そして次年度

予算への反映のプロセスをよ

り明確にする必要がある。【企

画課】 

（３）民間活力

の活用による住

民サービスの向

上促進 

南国市行政改革大綱に基づく行政改革

実施計画により、民間活力の活用による

効率的な事務事業運営を進めた。用地測

量や地籍調査の民間委託や、３公立保育

所（稲生保育所、長岡東部保育所、岡豊

保育所）の民営化、スポーツセンターな

どスポーツ関係施設のＮＰＯへの指定管

理者制度導入などを実施した。 

Ｂ より一層の民間活力の活用に

向けて、事務・事業及び公の施

設等を総点検し、市が行う事務

事業全体を対象とした幅広い

検討が必要である。さらに、今

後は新たな事業方式として、公

共施設等の建設、維持管理、運

営等について、ＰＦＩ手法の導

入についても検討する必要が

ある。【企画課】 

（４）事務処理

のレベルアップ

と行政手続きの

透明化 

グループウェアを導入し、市役所内の

情報共有の円滑化を図った。また、職員

１人に１台のパソコンを配置、関係機関

等からのメールを職員がそれぞれのパソ

コンで受発信できるような環境を構築し

た。 

Ｂ 環境は整っているが、グループ

ウェアを活用した一層の情報

共有を進め、行政の効率化を進

める必要がある。【情報政策課】 
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２．財政運営の効率化 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）財政計画

に基づく事業推

進 

平成１６年度から１８年度までの財政

健全化計画、平成１９年度から２１年度、

２２年度から２４年度、２５年度から２

７年までの中期財政収支ビジョンを策定

し、３年ごとの歳入、歳出予測を行い、

財源不足を適切に予測することにより、

計画的な事業執行を図ってきた。その結

果、平成１８年度から平成２５年度まで

は、財政調整基金を取り崩すことなく、

実質収支を黒字とすることができた。 

Ａ 平成２８年度以降も財政の収

支見通しである中期財政収支

ビジョンを策定するとともに、

公共施設等総合管理計画を策

定することにより、公共施設の

老朽化に伴う将来負担を的確

に把握し、計画的な財政運営を

図る。【財政課】 

（２）重要施策

の選択と集中 

平成１９年度より事務事業評価・実績

報告書を作成し、全事務事業についての

評価を行うことにより、事業の必要性を

検討してきた。また、職員の定員適正化

計画に基づき職員数を抑制し人件費を減

少させること、また、普通建設事業を抑

制することや地方債の繰り上げ償還によ

る公債費低減を図ることにより、経常経

費の削減に努めてきた。これらのことに

より捻出された財源は、少子高齢化対策

等必要な事業の財源に活用することがで

きた。 

Ａ 財政の健全度を保つためには、

公債費の適切な管理が必要で

あり、今後再び公債費の増大に

よる財政の硬直化を招かない

ためには、今後の公債費の状況

を予測する公債費負担適正化

計画を毎年度作成し、将来の公

債費負担が一定以上に重くな

らないよう、普通建設事業の実

施を計画的に行うことが必要

である。【財政課】 

（３）自主財源

の充実強化等 

国の補正予算による補助金や平成２０

年度からの経済対策の交付金等を最大限

活用することにより、事業執行に必要な

一般財源及び地方債の縮減が図られ、香

長中学校建替事業等の懸案であった事業

を推進することができた。また、市税収

納において、口座振替を推進するととも

に現年分差押を強化することにより徴収

率は上がってきている。滞納分について

は平成２４年度に債権管理機構を立ち上

げ、高額滞納者対策を実施することによ

り徴収実績は上がっている。 

Ａ 市の課題解決のために活用で

きる国の補助事業等の情報を

収集し、積極的に活用を検討し

ていく。市税収納においては、

引き続き口座振替や現年度分

差押の推進を図るとともに、コ

ンビニ収納を実施することに

より、現年度収納対策を強化し

ていく。【財政課】 
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３．広域行政の推進 

主要な施策 
達成状況 

（平成 18年度～平成 25年度） 
達成度 

残された課題・今後必要な 
取り組み 

（１）広域行政

の推進 

地方圏の人口減少への対策として、高

知市が中心市となり南国市・香美市・香

南市と定住自立圏協定を締結し、中心市

において圏域全体の暮らしに必要な都市

機能を整備するとともに、３市において

必要な生活機能を確保できるように行政

及び民間機能の集約化・ネットワーク化

を進めた。 

Ｂ それぞれの事業分野において

各市で行われていることの情

報の共有にとどまっている現

状があるため、定住自立圏から

地方中枢拠点都市への移行に

向けて、より広域での連携や生

活関連機能サービスの向上を

目指していく。【企画課】 

（２）多様な地

域連携の推進 

物部川流域ふるさと交流推進協議会を

流域の３市(南国市・香美市・香南市)で

組織し、イベントやボランティア活動等

で環境保全や市民の交流を促し、流域の

調和ある発展を図った。 

Ｂ 交流を一時的・限定的なものに

せず、今後はより広い範囲と分

野において市民への啓発を図

るために、３市の連携を深めて

新しい活動を行っていく必要

がある。【企画課】 

（３） 国・県と

の連携強化 

一括法の改正による独自の条例の制定

や県からの事務の移譲により、従来の中

央集権型の行政システムから、国・県と

役割・機能の分担をし、市民のニーズに

合わせた自主的な行政運営を行えるよう

に努めた。 

Ｂ 市の行財政改革により人員削

減や効率的な機構・職員の配置

を掲げている中で、処理できる

業務量には限りがあり、また専

門的知識も必要になるため、事

務の移譲については住民サー

ビスの向上を考えるうえで慎

重に検討していく必要がある。

【企画課】 
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章 施策項目 指標の名称（単位） 

計画記載値 指標の達成状況 
担当課・

係等 
平成 17年度 

（実績） 

平成 27年度 

（目標） 

直近の

測定値 
測定年度 

第
１
章 

５ ．人権対

策・男女共

同参画の推

進 

審議会・委員会等の女

性委員在籍率（％） 
80.7 100.0 96.0 H26 生涯学習課 

第
２
章 

１．防災対

策、消防・救

急対策の充

実 

耐震性貯水槽整備

（基） 
0 10 3 H25 消防 

消防緊急通信指令シス

テム導入（―） 
無 

導入 

（平成 19年度） 
1 H23完成 消防 

救急救命士育成（人） 11 
15 

（平成 22年度） 
17 H25 消防 

高規格救急車導入

（台） 
1 2 3 H25 消防 

４．上・下水

道の整備 

上水道の整備 

有収率（％） 
80.2 

85.0 

（平成 21年度） 
80.16 H25 上下水道局 

上水道の整備 

石綿セメント管の布設

替え（残存長）（km） 

11.2 
0 

（平成 22年度） 
4.7 H25 上下水道局 

上水道の整備 

普及率（％） 
86.18 90.0 88.14 H25 上下水道局 

下水道の整備 

汚水関連施設普及率

（％） 

45.49 55 55.48 H25 上下水道局 

下水道の整備 

雨水関連施設普及率

（％） 

0.6 32.0 16 H25 上下水道局 

下水道の整備 

浄化槽整備人口普及

率（％） 

26.8 33.0 29.0 H25 環境課※１ 

５．環境衛

生とリサイク

ル対策の充

実 

可燃ごみ排出量（ｔ） 12,069 
10,585 

（平成 22年） 
11,399 H25 環境課 

汚泥の再生資源化率

（％） 
9.1 100 20.3 H25 上下水道局 
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章 施策項目 指標の名称（単位） 

計画記載値 指標の達成状況 
担当課・

係等 
平成 17年度 

（実績） 

平成 27年度 

（目標） 

直近の

測定値 
測定年度 

第
２
章 

８．道路・交

通網の整備 

市道改良率（％） 43.0 45.0 44.8 H26 建設課 

市道バリアフリー化延

長（km） 
0.6 1.3 0.6 H26 建設課 

１０．住宅対

策の充実 

子育て支援住宅の確保

戸数（戸） 
0 

16 

（平成 20年度） 
0 H26.10.31 都市整備課 

住宅家賃収納率向上

（％） 

市営 58.3 

改良 56.4 

市営 60.3 

改良 58.4 

市営 64.6 

改良 66.4 
H26.5.31 都市整備課 

木造住宅耐震診断

（戸） 
100 ― 1,090 H26.10.31 都市整備課 

木造住宅耐震改修

（戸） 
3 ― 324 H26.10.31 都市整備課 

第
５
章 

１．農林水

産業の振興 

認定農業者数（経営

体） 
125 250 220 Ｈ25 農林水産課※２ 

農用地利用集積面積

（ha） 
1,180 1,350 1,225 Ｈ25 農林水産課※２ 

２．工業の

振興 

南国オフィスパーク分

譲率（％） 
62.91 100.0 100.0 H26 商工観光課 

なんごく流通団地分譲

率（％） 
50.58 100.0 100.0 H26 商工観光課 

高知みなみ流通団地分

譲率（％） 
52.06 100.0 100.0 H26 商工観光課 

第
６
章 

２．財政運

営の効率化 

経常収支比率（％） 91.8 88.0 91.3 H25 財政課 

実質公債費比率（％） 18.8 17.8 13.4 H25 財政課 

地方債残高（億円） 287 197 184 H25 財政課 

※１  法令上、農集排は浄化槽に含まれるが、総合計画においては、農集排の人口を除いて再計算した（農集排含めると、36.7％) 

※２  認定農業者、基本構想水準到着者、今後育成すべき農業者の耕作面積（自己所有、借入、特定農作業受託） 

 




